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第１章 計画改定に当たっての考え方 
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第 1 章 計画改定に当たっての考え方 
１ みどりの基本計画改定の目的 

平成 19 年 7 月、都市緑地法第４条に規定される「市町村の緑地の保全及び緑化

の推進に関する基本計画」として、「江東区みどりと自然の基本計画」を策定しまし

た。 

計画策定から 12 年が経過し、その間、みどりを取り巻く社会情勢は大きく変化し

ています。 

江東区の人口は増加を続け、平成 27 年には 50 万人を突破しました。特に、南部

地域に位置する豊洲地区では、工場跡地での大規模開発により超高層マンションが

次々に建設され、人口が急増しています。平成 30 年現在、豊洲地区だけで人口が 10

万人以上を占めており、今後も増加が見込まれています。また、今後も新たなまちづ

くりが進む江東区においては、地域のコミュニティづくりやにぎわいづくり、防災・

減災、健康・福祉、子育て・教育など、多様な分野の課題解決に対して、様々なみど

りの機能を活かしていくことが求められています。 

今回の計画改定は、区のこれまでの取組を整理した上で、近年の社会情勢や国・東

京都及び区の動向、区民のニーズ等を踏まえ、これらに対応した今後の緑地の保全及

び緑化の推進に関する取組について見直すことを目的とします。 

 

２ 本計画における「みどり」の定義 
木や草などの植物を「緑」とします。 

それに対して、植物自体だけでなく、樹林地、草地、水辺、広場など動植物が生息

し、自然と人とが共生する環境全体を「みどり」とします。 

「みどり」を再定義したことに伴い、本計画名を「江東区みどりと自然の基本計画

〔緑の基本計画〕」から「江東区みどりの基本計画」へ改定します。 
  

※調整中 

建物（屋上・壁面・ベランダ）のみどり 

水辺 

草地 

樹林地 

ポケットエコスペース 

公園 

コミュニティ 
ガーデン 

住宅地の緑地 

広場 
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３ みどりの基本計画の位置付け 
江東区には、区の将来像やまちづくりの基本的な指針を定めた「江東区基本構想」及

び基本構想に基づく取組の方向性を明らかにした「江東区長期計画」があります。 

基本構想・基本計画には５つの政策分野が位置付けられており、分野ごとに分野別計

画が策定されています。この中で「みどりの基本計画」は、５つの政策分野の一つ「緑・

環境」に関する計画に位置付けられています。 

当初計画である「江東区みどりと自然の基本計画」（以下「当初計画」という。）の

策定後、長期計画において「CITY IN THE GREEN」（以下、「CIG」という。）の考

え方が位置付けられたことを受け、目指すべき都市像や取組を明らかにした「江東区

CIG ビジョン」を策定しました。「CITY IN THE GREEN」とは、「みどりの中の都

市」をイメージした緑化推進事業の総称です。 

今回改定する「みどりの基本計画」は、長期計画や「江東区 CIG ビジョン」を踏まえ

るとともに、「江東区都市計画マスタープラン」、「江東区環境基本計画」、「江東区

景観計画」をはじめとする他の分野別計画や、国・東京都の諸計画との整合性を図りな

がら、区の将来像「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」の実現に向けた取組

を示すものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 計画期間 
令和 2 年度から令和 11 年度までの 10 年間とします。社会情勢の変化や新たな課題

にも柔軟に対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 

  

分野別計画 

関連計画 

江東区⻑期計画 
（令和２〜11 年度） 

江東区 CIG ビジョン 
（平成 24 年７月策定） 

江東区 
みどりの基本計画 
（令和２〜11 年度） 

＜緑・環境＞ 

整合 

踏まえる 

江東区都市計画マスタープラン 
（平成 23 年３月策定） 

＜緑・環境＞ 
江東区 

（令和 2〜６年度） 

国
・
東
京
都
の
諸
計
画 

整合 

＜まちづくり＞ 
江東区 

景観計画 
（平成 25 年４月策定） 

江東区基本構想（平成 21 年３月策定） 
踏まえる 踏まえる 

整合 整合 

など 

連携 
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５ みどりを取り巻く社会情勢 
計画の改定に当たっては、社会情勢や国・東京都・江東区の動向を踏まえた上で、み

どりの課題を抽出します。 

（１）社会情勢の変化 

① 環境問題の進⾏ 
地球温暖化の進行や生き物の生息・生育空間の減少などを背景として、気象現象の

要因となる温室効果ガスの吸収源対策やヒートアイランド現象に起因する暑熱環境

への適応策の推進、生物多様性の保全に向けて、みどりの保全と更なる創出が求めら

れています。 

② 様々な災害リスクへの懸念 
ゲリラ豪雨の頻発や台風の大型化など自然災害の脅威が高まり、大規模水害や首

都直下地震等も懸念される中、みどりを活用した防災・減災への期待が高まっていま

す。 

③ オリンピック・パラリンピックの開催 
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」

という。）等を契機として、国内外からの来訪者をおもてなしし、まちのにぎわい創

出につなげていけるよう、みどりを活かした景観づくりや魅力あるまちづくりへの

期待が高まっています。 

④ 持続可能な開発目標（SDGs） 
SDGs（エスディージーズ）は、平成 27 年の国連サミットで採択された 17 の国

際目標であり、持続可能な社会の実現に向けて、みどりを活用した SDGs の達成が

期待されています。 
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SDGs（Sustainable Development Goals）とは・・・ 
 
平成 27 年９月、ニューヨークの国連総会で、世界の国々は SDGs(持続可能な目標)に

ついて合意しました。この合意により、貧困を終わらせ、すべての人が平等な機会を与えられ、
地球環境を壊さずに、より良い⽣活を送ることができる世界を目指して、世界中が努⼒するこ
とが約束されました。平成 28 年からの 15 年間で世界中の国々はこの SDGs の達成に向け
て取り組んでいきます。SDGs は 17 の目標が定められています。 

みどりの基本計画では、主に以下の目標達成に貢献する施策を展開していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

目標６ 清潔な水と衛生 
⽔と衛⽣的な環境をきちんと管理して、誰もが⽔と衛⽣的な環境を得られるようにします。 

➢ ⽔に関する⽣態系を守ります。 

目標 11 持続可能なまちと地域社会 
まちや人々が住んでいるところを、誰もが受け入れられ、安全で、災害に強く、持続可能な

場所にします。 
➢ 災害に強いまちと地域をつくります。地球温暖化などの気候変動に対応できるように支援

します。 

目標 13 気候変動への対策 
気候変動やそれによる影響を⽌めるために、すぐに⾏動を起こします。 

➢ 気候変動が原因の災害や自然災害に対してきちんと備えます。 

目標 14 海のいのちを守ること 
持続可能な開発のために、海や海の資源を守り、持続可能な方法で使用しま

す。 
➢ 海の汚染を減らします。海の汚染の多くは陸上の⼈間の活動が原因です。 

目標 15 陸のいのちを守ること 
陸の⽣態系を守り、再⽣し、持続可能な⽅法で利⽤します。森林をきちんと管理し、砂漠

がこれ以上増えないようにし、土地が悪くなることを⽌めて再⽣させ、⽣物多様性が失われる
ことを防ぎます。 
➢ 森林破壊を減らし、木を植えます。絶滅危惧種を一刻も早く保護します。 

目標 17 目標のために協⼒すること 
目標達成のための必要な⾏動や⽅法を強化し、持続可能な開発に向けて世界の国々が

協⼒します。 
➢ 目標を達成するために、ＳＤＧｓに関連する分野の問題について取り組んできた組織や

人と協⼒します。 

【出典】外務省 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（仮訳）」 
Save the Children「私たちが目指す世界 子どものための「持続可能な開発目標」を基に作成 
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（２）国の動向 

① 新たな時代の緑の政策展開 
 平成２８年５月の「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり

方検討会 最終報告書」では、緑とオープンスペースによる都市のリノベーション、

より柔軟に都市公園を使いこなすプランニングとマネジメントの強化、区民・事

業者との連携などがこれまで以上に重視されています。 

 平成 29 年５月には都市公園法が改正され、都市公園の再生・活性化に向けて、

民間活力による新たな都市公園の管理手法が創設されました。また、同時に行わ

れた都市緑地法の改正では、民間の活力を最大限活かして、みどり・オープンス

ペースの整備・保全を効果的に推進することが期待されています。 

 さらに、平成 27 年に制定された都市農業振興基本法等を背景として、農業体験・

学習・交流の場など、農地等のみどりの有する多様な機能の発揮が期待されてい

ます。 

② グリーンインフラとしてのみどりの多機能性の発揮 
 平成２７年に閣議決定された国土形成計画、第４次社会資本整備重点計画では、

「国土の適切な管理」「安全・安心で持続可能な国土」「人口減少・高齢化等に

対応した持続可能な地域社会の形成」といった課題への対応の一つとして、グリ

ーンインフラの取組を推進することが盛り込まれました。 

 このことを背景として、自然の持つ多様な機能を活用し、防災・減災や地域振興、

生物生息空間の場の提供への貢献等、地域課題に対応し、持続可能で魅力ある国

土づくりや地域づくりを進めることが重要であるとされています。 

③ 生物多様性の向上 
 平成 20 年に生物多様性基本法が制定され、平成 23 年には生物多様性の確保の

視点を追加した都市緑地法運用指針の改正が行われています。これらを受け、生

物多様性の確保の観点から、動植物の生息・生育地としての緑地の規模や連続性

等を評価して緑地を配置し、都市におけるエコロジカルネットワークの形成を図

ることが重要であるとされています。 

④ 水辺の活用 
 河川敷地をにぎわいのある水辺空間として積極的に活用したいという機運の高ま

りを受け、平成 23 年に河川敷地占用許可準則が改正されました。 

 この改正により、地域の合意を前提とした上で、河川空間における民間事業者に

よるイベント施設やオープンカフェ等の運営が可能となり、全国の都市で河川空

間の利活用が進められています。 

 平成 28 年の準則の改正では、営業活動を行う事業者等に認められる３年以内の

占用許可期間について、10 年以内とすることが定められました。 
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生物多様性とは・・・ 
 
地球上には、私たち人間を含む多様な⽣き物が存在しています。それらの⽣き物は、自分

１人だけ、１種だけでは⽣きていくことができません。なぜなら、⾷料品や⽔、医療品などは多
様な⽣き物が共⽣する豊かな自然環境から得られるものだからです。他の⽣き物とのつながり
があって、⽣きていくことができます。⽣物多様性とは、簡単に言うと、こうしたつながりあう様々
な⽣き物が共⽣していることを指します。⽣物多様性があることで、⾷材の供給や地球環境の
維持など、様々な恩恵を受けています。 

⽣物多様性には下記のように、「⽣態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」
という 3 つのレベルがあるとされています。 

本計画の対象となる「みどり」は多くの⽣き物が住みかとしているため、⽣物多様性に富んだ
環境づくりには必要不可⽋な要素となっています。そのため、豊かな都市⽣活を支えるために
も、⽣物多様性に配慮した緑化の推進や緑地の保全を進めていきます。 

 
○生態系の多様性 
森林、⾥地⾥⼭、河川、湿
原、干潟、サンゴ礁など、多様
なタイプの⽣態系がそれぞれの
地域に形成されていること。 

○種の多様性 
動植物から細菌などの微⽣物
に至るまで様々な種類の⽣き
物が⽣息・⽣育していること。 

○遺伝子の多様性 
同じ種でも、遺伝子レベルで
は違いがあることから、形や模
様、⽣態などに多様な個性が
あること。 

ブナ林 

サンゴ礁 

チシオタケの仲間 

アオウミガメとギンガメアジ 

アサリ 

ナミテントウ 

【出典】環境省 「⽣物多様性国家戦略 2012-2020」 
環境省 HP 
国土交通省「⽣物多様性に配慮した緑の基本計画策定の⼿引き」 
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（３）東京都の動向 

① 都市づくりのグランドデザイン（平成 29 年９⽉） 
 2040 年代の目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本

的な方針と具体的な方策を示したものです。 

 区内の拠点・地域ごとの将来像として、魅力づくりやにぎわいづくり・ゆとりあ

る都市空間の形成等に水辺や緑を活かす考え方が示されています。 

 

② 東京における⼟地利用に関する基本⽅針について（平成 31 年 2 ⽉） 
 都市づくりのグランドデザインを踏まえ、将来の人口減少を見据えた安全で魅力

や活力の高い都市の創出を図る土地利用へと転換し、持続的な発展を目指すため

の土地利用に関する基本方針について示したものです。 

 都市において必要不可欠なものとしてみどりの重要性が示されており、みどりの

量的な底上げと質の向上を総合的に推進することが示されています。 

 

③ 緑施策の新展開〜生物多様性の保全に向けた基本戦略〜（平成 24 年５⽉） 
 生物多様性の危機を背景に、緑施策のこれまでの取組と、生物多様性の視点から

強化する将来的な施策の方向性を取りまとめたものです。 

 緑の量の確保のみならず、生物多様性の保全など緑の量・質ともに確保する新た

な施策展開が位置付けられています。 

 

④ 緑確保の総合的な⽅針（改定）（平成 28 年 3 ⽉） 
 特に減少傾向にある民有地の既存の緑やあらゆる都市空間への緑化等の課題に対

し、東京都と区市町村とが合同で、計画的に東京の緑を確保していくことを目的

とするものです。 

 「緑のまちづくり指針」においては、まちづくり事業の中で緑を創出するものと

して、江東区では豊洲や有明などの開発計画が挙げられています。 

 都市開発諸制度等の活用による骨格的なみどりの充実、生産緑地の保全・活用、

市民緑地認定制度の活用等の内容を追加し、令和２年に改定が予定されています。 

 

⑤ 都市計画公園・緑地の整備⽅針（改定）（平成 23 年 12 ⽉） 
 都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期発現に向けた取組の

方針を明らかにするものです。 

 優先整備区域（平成 32（2020）年度までに優先的に整備する公園・緑地）と

して、東京都が整備する亀戸中央公園及び清澄公園、区が整備する大島九丁目公

園の計３か所が指定されています。 

 新たな優先整備区域の設定、多様な事業主体の連携、事業手法などの方向性の明

示、建築制限の緩和の拡大等を目的に、令和２年に改定が予定されています。 

⑥ 東京都環境基本計画（平成 28 年３⽉） 
 気候変動への対応、エネルギー等の資源制約の高まり、大気環境の改善や生物多

様性の保全等の解決に向けた東京の将来像と、その実現に向けた政策展開を改め

て都民に明らかにしていくことを目的とするものです。 

 「世界一の環境先進都市・東京」の実現に向けて、生物多様性の保全・緑の創出

等をテーマとした取組を推進することが位置付けられています。 
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（４）江東区の動向 

① 南部地域における人口増加 
 区の人口は増加を続け、平成 27 年には 50 万人を突破しました。特に、南部地

域では、工場跡地での大規模開発により超高層マンションが次々に建設され、人

口が急増しており、今後も増加が見込まれています。 

② まちづくりの推進 
 平成 23 年３月に江東区都市計画マスタープランを策定し、まちづくりを推進し

ています。部門別のまちづくり方針の 1 つとして「水とみどりの都市づくり」を

位置付けています。なお、令和 3 年 3 月に、概ね 20 年後を目標とした都市計画

に関する新たな基本方針を定める都市計画マスタープランを改定する予定です。 

③ 水と緑豊かなまちの形成に向けた取組 
 令和 2 年 3 月に「江東区環境基本計画（後期）」を策定し、目指すべき江東区の

環境像として、「水と緑豊かな地球環境にやさしいまち」を計画の目標と位置付

け、生物多様性の保全、公園・緑地の整備、水辺環境の整備に取り組んでいきま

す。 

 低炭素まちづくり計画として、平成 23 年 6 月に、豊洲グリーン・エコアイラン

ド構想を策定し、環境まちづくりの６つの視点のうち、「緑あふれる人とふれあ

う緑環境の実現～あらゆる機会を捉え「CITY IN THE GREEN」を実践～」、「水

を生かし人とふれあう水域環境の実現」を位置付けています。 

④ オリンピック・パラリンピック開催の準備 
 東京 2020 大会を契機に進む、都市の開発を一極性・一過性のもので終わらせな

いために、平成 27 年 6 月に江東区オリンピック・パラリンピックまちづくり基

本計画を策定しました。その中で、みどりのネットワークの強化や競技施設の緑

化推進、ベランダ緑化の実施、水辺のにぎわい創出、水辺景観や自然資源等の景

観の活用などのまちづくりの方針が示されています。 

 東京 2020 大会を後世に残る素晴らしい大会とするために、江東区オリンピッ

ク・パラリンピック開催準備プランを策定し、開催準備を進めています。持続的

な発展につながるまちづくりに向けた事業展開の一つとして、「CITY IN THE 

GREEN」の推進を通した緑化の推進等による「環境への配慮」が位置付けられて

います。 

 令和 2 年の東京 2020 大会では、全 43 会場のうち 10 会場（平成 30 年 11

月現在）が江東区の南部地域に配置されます。 

⑤ 豊洲市場の開場 
 平成 30 年 10 月に豊洲市場が開場し、市場関連施設のにぎわい施設等の整備が

予定されています。 

 

 



10 

⑥ 大規模水害への対策 
 大規模水害による犠牲者ゼロの実現に向け、平成 30 年 8 月の「江東 5 区広域避

難推進協議会」により、江東 5 区大規模水害ハザードマップ・江東 5 区大規模水

害広域避難計画が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技場の配置 

 

６ みどりの機能 
みどりは、私たちの快適で安全な暮らしに貢献する多様な機能を持っています。近年

は、その機能をより多様な側面から捉えることが求められており、本計画においては、

みどりの機能を課題解決に向けた取組に活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】東京 2020 オリンピック・パラリンピック江東区内会場配置マップ 

みどりの機能（これまでの計画における捉え方） 

CIG ビジョン みどりと自然の基本計画 

環境保全機能 

防災機能 

レクリエーション機能 

地球温暖化防⽌ 

⽣物多様性の保全 

これからのみどりに求められる機能 

区の基本構想・基本計画 

みどりの機能 
（本計画での捉え方） 

環境・⽣物多様性 

景観形成 

防災・減災 

子育て・教育 

健康・福祉 

都市防災機能の向上 

市⺠活動の場、 
憩いの場の提供 

景観形成機能 

緑・環境 

まちづくり（防災） 

子育て・教育 

健康・福祉 

産業・⽣活 
（文化・観光） 

まちづくり（景観） 

コミュニティ形成 

観光・にぎわい 

歴史・文化 豊かな地域づくり、 
地域の活性化 
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（１）環境・生物多様性 
 緑地の蒸発散効果等により、ヒートアイランド現象の緩和など、都市環境を改善す

る機能があります。東京湾に面し、河川や運河が縦横に位置する江東区では、夏は

海から流入した南風により、気温が低下する傾向がみられます。 

 生き物の貴重な生息・生育環境として、生態系の保全・再生などにより都市の生物

多様性向上に資する機能があります。河川や運河、親水公園、公園等に整備された

湿地や草地を備えたポケットエコスペースなどが水鳥や水生生物、昆虫など多様な

生物の生息・生育空間となっています。 

（２）子育て・教育 
 こどもが自然に触れられる場所、体を動かし遊べる場所として、こどもの健全な成

長に寄与する機能があります。区内には、「田んぼの学校」や区民農園などがあり、

こどもたちの農体験等を通して環境教育の場となっています。また、一部の芝生化

された校庭では、こどもたちの日常的な運動量の増加が見られるなど健康づくりに

つながっています。 

（３）コミュニティ形成 
 マルシェやイベントなどの多様な行事が開

催される場所として、多様な世代や新旧住

民の交流機会を提供し、地域コミュニティ

形成に寄与する機能があります。公園や道

路、水辺の散歩道の植栽帯等を活用してコ

ミュニティガーデンの活動が実施されてお

り、みどりによるコミュニティづくりが進

んでいます。 

 コミュニティガーデン活動は、区内在住・在

勤の方が 10 人以上の団体をつくり、会則

を定めることで登録できます。活動に対し

て区から資材の提供等の支援が受けられま

す。平成 31 年４月現在、区内に 43 団体、

1,000 人を超える区民が登録して活動して

います。 

（４）歴史・文化 
 寺社などの歴史・文化資源と一体となった保全・活用を図ることで、地域の歴史や

地域に根付いた文化の継承に寄与する機能があります。寺社や史跡が集積する地域

では、社寺林などの歴史的なみどりを保全するとともに、市街地の緑化を一体的に

進めることで、歴史を感じられるまちなみが形成されています。 

（５）防災・減災 
 都市公園・緑地は、地震災害発生時の避難地・避難路、防災活動の拠点等として活

用されることで、都市の安全性を向上させる機能があります。また、みどりにより
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火災発生時の延焼遮断効果が期待されます。江東区では、区内に縦横に位置する河

川や運河に防災船着場が整備されており、災害時には陸上交通網の補完や物資の輸

送路としての役割を果たします。 

（６）健康・福祉 
 自然とのふれあいや、スポ—ツ・レクリエーションなどの場として利用されること

で、こどもから高齢者まで幅広い世代の心身のリフレッシュ、健康づくりを支える

機能があります。親水公園や散歩道、緑道等は、ウォーキング・ランニング等、区

民の日常的な健康づくりの場となっています。また、区内にはスポーツ、キャンプ

やバーベキューなどが楽しめる様々な特色をもった公園があり、多様なレクリエー

ションの場となっています。 

（７）観光・にぎわい 
 歴史・文化資源やスポーツ施設のにぎわいなどと一体となった観光資源として、多

数の観光客を呼び込む地域の観光・にぎわいづくりに寄与する機能があります。区

内には、複数の東京 2020 大会の競技会場があり、周辺と一体となった良質な緑

化により快適な空間の形成を図るとともに、スポーツを通した交流やにぎわいの場

となることが期待されています。 

（８）景観形成 
 みどりは、良好な景観を形成する上でシンボルや軸となり、地域固有の景観の保全、

形成に寄与する機能があります。区内の街路樹は、みどり豊かな都市景観を創出し

ています。また、豊洲をはじめとする南部地域では、広がりのある海辺を感じるウ

ォーターフロントの景観が形成されています。 
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グリーンインフラ（グリーンインフラストラクチャー）とは・・・ 
 
国が取組を推進すべきとしている「グリーンインフラ」とは、道路、港湾、公園、上下⽔道などの

公共施設の整備に当たって、自然環境が有する多様な機能（⽣き物の⽣息の場の提供、良
好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活⽤し、持続可能で魅⼒ある国や地域をつくるという
ものです。 

本計画においても、みどりの持つ８つの機能を⼗分に活用し、第２章で整理された江東区
の課題を解決し、「みどりの中の都市」を実現することは、グリーンインフラの考え方
に合うものです。 

 

  グリーンインフラの取組事例：道路緑化 
道路交通機能の確保を前提にしつつ、美しい景観形成、沿道環境の保全、道路利用者

の快適性の確保等、当該道路緑化に求められる機能を総合的に発揮させ、道路空間や地
域の価値向上を図っています。 

【出典】国土交通省 HP 



14 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 江東区のみどりの現状と課題 
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第 2 章 江東区のみどりの現状と課題 

１ 江東区のみどりの現状 

（１）目標達成状況 
当初計画及び「江東区 CIG ビジョン」の目標の達成状況をみると、いずれも目標

値の達成には至っていない状況です。 

なお、緑被率は、基準値となる平成 17 年度と比較して、CIG ビジョン等に基づく

施策や緑化指導等の推進により上昇しています。また、都市公園の整備も着実に進ん

でいます。みどりに対する区民の満足度は、公園や水辺の充実により、向上していま

す。 

一方で、低未利用地の開発によるみどりの喪失や緑化の余地が少ない密集市街地

では、大規模なオープンスペースを確保することが難しいなど緑被地面積の確保に

ついての課題もみられます。また、公園の整備は着実に進めているものの長期的に未

整備の都市計画公園が存在するとともに、既成市街地等では身近な公園が不足して

いる地域があります。 

 
 当初計画における目標達成状況 

 基準値 
現状値 

平成 30 年度 
目標値 

平成 37（2025）年度 

緑被率 
16.7% 

（平成 17 年度） 
18.7％ 

（平成 29 年度） 
22% 

都市公園の整備量 
383.1ha 

（平成 18 年度） 
438.1ha 442ha 

緑被地面積 
658.4ha 

（平成 17 年度） 
751.3ha 

（平成 29 年度） 
869ha 

みどりに対する 
区⺠満⾜度 

54.5% 

（平成 18 年度） 
61.7% 65% 

 

 「江東区 CIG ビジョン」における目標達成状況 

 基準値 
現状値 

平成 30 年度 
目標値 

平成 31 年度 

緑被率 
16.7% 

（平成 17 年度） 
18.7％ 

（平成 29 年度） 
22% 

緑視率 
15.4% 

（平成 25 年度） 
16.3% 22% 
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① 緑被率 
平成 29 年における区全体の緑被地面積は 751.26ha で、緑被率は 18.7%です。

緑被率は、23 区内で 9 番目に高い水準となっています。 

区全体の緑被分布としては、都立若洲海浜公園、都立猿江恩賜公園、都立木場公園、

都立夢の島公園などの公園や、大学、寺社などにまとまった緑被地が存在しています。 

また、河川が区内を縦横に流れ、仙台堀川公園や横十間川親水公園などにもまとま

った緑被地が存在しています。 

  

東京都 23 区における緑被率の比較 

【出典】 平成 29 年度江東区緑被率等調査報告書 
    各自治体 HP 
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緑被分布 
【出典】 平成 29 年度江東区緑被率等調査報告書  
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ア 緑被率の経年変化 

緑被率については、当初計画策定時の平成 17 年度と比較すると増加傾向ですが、南

部地域の大規模開発に伴う緑被地面積の減少により、５年前と比べ、緑被率は減少して

います。 

内訳をみると、平成 24 年度との比較では、屋上緑化が増加した一方、樹木や草地が

減少しています。緑化指導により、内陸部で屋上緑化が進んだ一方で、未利用地が多く

残る南部地域の開発により、樹林や草地の消失が見られました。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
区分 

前回（平成 24 年度） 
調査結果 

平成 29 年度 
調査結果 

緑被地等の推移 
（前回との比較増減） 

面積
（ha） 

割合
（%） 

面積
（ha） 

割合
（%） 面積（ha） 割合

（%） 
  樹木 454.78 11.37 436.88 10.88 ▲17.90 ▲0.49 
  草地 315.78 7.90 282.96 7.05 ▲32.82 ▲0.85 
  屋上樹木 8.60 0.21 7.88 0.20 ▲0.72 ▲0.02 
  屋上草地 18.01 0.45 23.54 0.59 5.53 0.14 
  緑 被 地 797.17 19.93 751.26 18.71 ▲45.91 ▲1.23 

水面 529.04 13.23 528.63 13.16 ▲0.40 ▲0.07 
裸地 163.04 4.08 134.02 3.34 ▲29.02 ▲0.74 

建物・道路等 2,509.75 62.76 2,602.08 64.79 92.33 2.03 
区 全 体 3,999.00 100.00 4,016.00 100.00 17.00 - 

表中の▲は、値としてマイナスであることを示す。    

379 455 437 

277 
316 283 

3 
27 31 

0

200

400

600

800

1,000

平成17年度 平成24年度 平成29年度

(ha) 樹木 草地 屋上緑化

緑被地面積と緑被率の推移 

16.7％ 19.9％ 18.7％ 

区全体の緑被地の状況 

【出典】 平成 29 年度江東区緑被率等調査報告書  
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イ 地区別の緑被率 

緑被率を地区別にみると、緑被率が高い地区は南部地域に多く、低い地区は深川地域

や城東地域の北部に多くある傾向があります。 

地区別の緑被率では、最も高いのは湾岸地区の 21.8%となっており、次いで南部地

区の 20.8%、深川南部地区の 16.6%となっています。 

湾岸地区では、新木場、有明、青海に存在する運輸・物流施設、未利用地に草地が多

く存在することから、湾岸地区のみ草地面積が樹木面積を上回っています。 

南部地区では、緑被地に占める樹木・草地ともに屋上緑化の割合が最も高く、深川南

部地区では、緑被率に占める樹木の割合が最も高くなっています。 

 

 

  

町丁⽬別の緑被率 
【出典】 平成 29 年度江東区緑被率等調査報告書  

城東北部地区 
（15.0%） 

城東南部地区 
（16.1%） 

南部地区 
（20.8%） 

湾岸地区 
（21.8%） 

深川北部地区 
（14.5%） 

深川南部地区 
（16.6%） 
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② 緑視率 
平成 30 年度における、区全体の緑視率は 16.3％で、前回調査（平成 25 年度）

と比較すると増加しています。緑視率が増加した要因として、街路樹の生長や建築物

の接道部緑化の増加が考えられます。 

また、前回調査では江東区 CIG ビジョンの目標値である緑視率 22％を超えた箇

所は 415 か所で全体の 24.0％でしたが、平成 30 年度の調査では 446 か所で全

体の 27.0％となりました。 

 
 
 
  

町別平均緑視率（平成 30 年度） 
【出典】 平成 30 年度江東区緑視率調査報告書  
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③ 公園の整備状況 
区内には、平成 30 年 4 月現在、区立公園 168 か所、都立公園 25 か所、国営公

園 1 か所、区立児童遊園 93 か所、合計約 438ha が整備されています。 

平成 19 年度以降、新規に増えた公園は１４か所です。（都立有明北緑道公園、旧

三大小記念公園、千石二丁目公園、豊洲ぐるり公園等） 

身近な公園の充足状況を見ると、歩いて行ける距離（250m）に公園が確保されて

いない地域があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

身近な公園の整備状況 
【出典】 平成 29 年度江東区緑被率等調査報告書を基に作成  
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（２）CIG ビジョンにおける施策の進捗状況 
CIG ビジョンでは、５つのビジョンに基づき推進プログラムを位置付け、事業を推

進しています。 

「まちづくり」に位置付けられている緑化に関連する施策は毎年度着実に実施し

ており、量の充実が図られています。 

一方で、「文化創造」や「区民生活」、「協働」に関する事業の中には、未着手と

なっているものがあります。また、CIG ビジョンに基づく取組では、「防災」や「農

とのふれあい」をテーマとする取組が位置付けられていません。 

以下に、5 つのビジョンごとに施策の進捗状況を整理しました。 

 

【まちづくり】緑の施策の強化により「緑の中の都市」が実現している 

 みどりの骨格とネットワークの形成に向けて、

水辺の散歩道 523m、潮風の散歩道 784m を

整備しました。 
 みどりの再生と管理を進め、2,886 ㎡の公園芝

生化を行いました。 
 公園・緑地の整備の推進として、１４か所の公園

の新設のほか、公園や児童遊園の改修を行いま

した。 
 河川・運河・海辺の緑化として、1,251ｍの河川

護岸緑化、水辺・潮風の散歩道を整備しました。 
 道路の緑化として、街路樹の整備を進めた結果、街路樹が約 62％増加しました。 
 公共施設の緑化として、校庭・園庭の芝生化や公共施設の屋上緑化・壁面緑化を

進めてきました。 
 みどりと自然の調査として、緑視率調査や緑被率調査を定期的に進めています。 

 

【文化創造】江東区ならではの「緑を育む文化」を創造している 

 巨木や社寺の緑の保全として、保護樹木・保護樹林制度の充実を図りましたが、

保護樹木は減少しています。 
 緑化助成制度では、5 件の生垣助成や 11 件の屋上緑化助成を実施しました。 
 顕彰・コンクールとして、オンラインフォトコンテストを実施しています。 
 江東区独自のみどりの文化の形成として、花の名所づくりやこうとうトコトコ日

和「花暦編」（一般社団法人 江東区観光協会）を発行しています。 

 

【区⺠⽣活】「緑に親しむライフスタイル」が定着している 

 緑のリサイクルとして、チップ生産や堆肥生産など剪定枝の再資源化を実施して

います。 
 みどりの普及・啓発として、ベランダ緑化に関する講座や小冊子を発行していま

す。 
 人材育成として、みどりのコミュニティ講座などが開催されています。 

 

公園の芝生（若洲公園） 
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【協働】区⺠・事業者・⾏政が⼀体となって推進している 

 事業者が主体となった緑化活動として、ワークショップによるコミュニティガー

デンやポケットエコスペースを設置しています。 
 地域が主体となった緑化活動として、コミュニティガーデン活動への支援やみど

りの協定締結団体に対する助成を進めていますが、助成件数には増減が見られま

す。 
 市民団体が主体となった緑化活動として、田んぼの学校運営助成やポケットエコ

スペース維持管理助成を実施しています。 
 CIG 区民サポーター会議を設置し、区のみどり施策への参画・提案をいただいて

います。 

 

【基⾦活⽤】「みどり・温暖化対策基⾦」を積極的に活⽤している 

 みどり・温暖化対策基金として、緑化事業や温暖化対策事業に限定して利用し、

小学校の校庭芝生化や屋上・壁面緑化、道路や公園の緑化、地球温暖化防止設備

導入補助、「ベランダ緑化」の推進、CIG 事業等における基金の充当などへ活用

しています。 

 

【その他】 

 夢の島区民農園が整備され、区民農園が拡充し

ています。 
 水辺利用によるにぎわいづくりとして、豊洲ぐ

るり公園や旧中川・川の駅の整備が進んでいま

す。 
 接道部緑化の助成などにより、みどりによる都

市の安全性向上が進んでいます。 
 一定規模以上の建築行為とあわせたみどりの

確保として、緑化指導と認定が進んでいます。 

 

  

豊洲ぐるり公園 
【出典】一般財団法人江東区観光協会 
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（３）みどりの機能分析 
区のみどりの現状について、みどりの機能ごとに特徴と問題点を整理しました。 

 

 特徴 問題点 

環
境
・
生
物
多
様
性 

• 江東区は海から吹く風の入口に当たり、内
部河川や、都⽴猿江恩賜公園、都⽴大島・小
松川公園などの大規模な公園・緑地を中心
にクールスポットを形成しています。 

• 平成 17 年度との⽐較では、豊洲など⼀部の
地域で地表⾯温度の上昇がみられます。 

• 仙台堀川公園や荒川・砂町水辺公園などの
大規模な公園・緑地や河川・運河は貴重な動
植物の生息・生育空間となっており、都市化
が進んだ江東区においては、貴重な生き物
とのふれあいの場にもなっています。 

• 区内全域に点在するポケットエコスペース
では、東京都レッドリストに該当する種も
⾒られます。 

• トンボを指標種とした生息地のポテンシャ
ル評価の結果からは、親水公園やポケット
エコスペース内の⽌水域や隣接する樹林地
がトンボを含め、生き物にとって良好な生
息環境となっていると考えられます。 

• ヒートアイランド現象の緩和に向けて、樹
木の植栽による緑陰形成、屋上緑化や壁⾯
緑化によって直射日光を防ぐ取組、まとま
った緑地の保全、海からの風を活かして風
通しのよいまちづくりを進めること（適応
策）などが求められます。 

• 北砂三・四・五丁目地区をはじめ、城東地区
ではまとまった緑地が不足しています。 

• 大島、森下など、市街地のまとまりのある緑
地と水辺との連続性が低い場所が⾒られま
す。 

• みどりの連続性を高め、多様な生き物の生
息域のネットワークを広げていくことが求
められます。 

• トンボを指標種としたエコロジカルネット
ワーク形成に向けては、トンボの移動可能
距離(1km)内において、⽌水域の連続性を
確保していくことが求められます。さらに、
⽌水域に隣接する樹林地の確保や水生植物
の確保などを図ることで、生物の生息地と
しての質を高めることが期待されます。 

子
育
て
・
教
育 

• 横十間川親水公園の「田んぼの学校」や区内
に３か所ある区⺠農園は、こどもたちが⼟
いじりを体験する場となっています。 

• こどもたちも⼀緒にコミュニティガーデン
づくりに取り組んでいる場所もあります。 

• 校庭の芝生化を⾏っており、こどもたちの
健康づくりに貢献しています。 

• 小学校に併設して作られた公園は⾏事や授
業などで学校と⼀体的に利⽤されていま
す。 

• みどりの資源は豊富にあるものの、こども
たちの農体験や自然体験の場が不足してい
ます。 

• 学校内のポケットエコスペースや花壇づく
り、校庭芝生化は⼀部の学校の取組にとど
まっています。 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成 

• 公園や緑道などで、グループで花や緑を育
てる「コミュニティガーデン」活動が展開さ
れています。 

• ⾝近な公園や水辺、住宅団地のオープンス
ペースなどは、住⺠同⼠の交流やコミュニ
ティづくりの場にもなっています。 

• みどりに関する四季折々のイベントが開催
され、地域の⼀体感の醸成に寄与していま
す。 

• 深川地域や城東地域では、コミュニティガ
ーデン活動が⼀定程度普及してきたもの
の、南部地域では、みどりをきっかけとした
コミュニティづくりの取組が始まったばか
りです。 
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 特徴 問題点 

歴
史
・
文
化 

• 江⼾時代に、⾈運が物資の輸送⼿段として
重要だったことを伝える小名木川や旧中川
船番所、貯木場の文化を伝える都⽴木場公
園や都⽴猿江恩賜公園など、江東区ならで
はの文化を伝えるみどりの資源が点在して
います。 

• 特に深川や⻲⼾においては、戦⽕で焼失し
たものの、戦後から育まれた保護樹木・樹林
が集積しています。 

• 歴史的に価値のあるみどり、水とともにあ
ったかつての暮らし・なりわいなど、江東区
ならではの歴史や文化の魅⼒を知る場や機
会が少なく、地域の共有財産として保全し
ようという機運につながっていません。 

防
災
・
減
災 

• 公園は⼀時集合場所、避難場所に指定され
ているものがあり、災害時の安全確保や復
旧活動の拠点としての役割を果たしていま
す。 

• 街路樹や接道部緑化は延焼遮断効果などが
期待され、安全な避難路の確保に寄与して
います。 

• 防災船着場は、災害時には陸上交通網の補
完や物資輸送路としての役割を果たしてい
ます。 

• 首都直下地震や局所的大雨等のリスクへの
対応がこれまで以上に求められる中、公園
の防災機能の拡充や接道部の緑化を進める
必要があります。 

• 特に、地域の防災性向上が喫緊の課題とな
っている北砂三・四・五丁目においては、⼀
時避難場所となるオープンスペースの確保
等が求められます。 

健
康
・
福
祉 

• 親水公園や水辺の散歩道・潮風の散歩道、緑
道等は、ウォーキング・ランニング・サイク
リング等に利⽤され、区⺠の健康づくりに
貢献しています。 

• 「江東区ウォーキングマップ」では、緑や花
を楽しむコースが多数紹介されています。 

• 公園や水辺がスポーツを楽しむ場となって
います。 

• 公園や水辺は、健康遊具やサインの工夫、緑
陰の充実などの環境整備により、区⺠の日
常的な健康づくりの場として、さらに活⽤
される余地があります。また、河川でのスポ
ーツを楽しんでいるのは、⼀部の区⺠にと
どまっています。 

• 東京 2020 大会を契機に、南部地域の豊富
な水辺を活かして、スポーツ・レクリエーシ
ョン利⽤の促進を図ることが求められま
す。 

観
光
・
に
ぎ
わ
い 

• 江東区文化観光ガイドによるまちあるきツ
アーでは、水辺を楽しむコースが設定され、
水辺が貴重な観光資源となっています。 

• みどりに関する多様なイベントが開催さ
れ、みどりの魅⼒発信や地域のにぎわいづ
くり、交流促進につながっています。 

• 区内には、魅⼒あるみどりの資源が点在し
ているものの、江東区ならではの魅⼒づく
りやストーリー性、魅⼒発信等が不足して
いることなどから、国内外から人を引き寄
せる観光資源として、十分に活かされてい
ません。 

• 東京 2020 大会を契機に、南部地域の魅⼒
発信が⼀層求められます。 

景
観
形
成 

• 区内の公園や水辺などは、江東区らしさを
形成する景観資源となっています。 

• 区内の街路樹は、みどり豊かな都市景観を
創出します。 

• 屋上緑化や壁⾯緑化等により、周辺のみど
りとの連続性のある、うるおいのある空間
が創出されています。 

• 南部地域では、広がりのある海辺を感じる
ウォーターフロントの景観が形成されてい
ます。 

• 東京 2020 大会を契機に、南部地域を中心
に、国内外から訪れた人が快適に区内を楽
しめるようなまちなみやまちの顔となるよ
うな魅⼒ある景観づくりをさらに進める必
要があります。 
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（４）みどりに関する区⺠アンケート 
平成 30 年 10 月～11 月に、18 歳以上の区民 1,300 人を対象に、みどりに関

するアンケート調査を実施しました。 

調査の結果、みどりの満足度については、「十分満足している」と「ほぼ満足して

いる」の合計が 61.7％でした。一方、「やや不満である」と「大いに不満がある」

の合計は 15.5％でした。 

みどりに満足している理由としては、「身近に公園整備されている」が最も多く

77%を占め、「河川や運河沿いのみどりが多い（55%）」、「身近に自然が多い（36%）」、

「道路沿いのみどりが整備されている（32%）」と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度の調査結果と比較すると、みどりの満足度については、「十分満足し

ている」と「ほぼ満足している」の合計が、54.5%から 61.7％に増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

35.8%

77.0%

31.6%

55.1%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身近に自然が多い

身近に公園が整備されている

道路沿いのみどりが整備されている

河川や運河沿いのみどりが多い

その他

みどりに満⾜している理由 みどりの満⾜度 
【出典】 みどりに関する区⺠意向調査（平成 30 年度） 【出典】 みどりに関する区⺠意向調査（平成 30 年度） 

11.3%

7.6%

50.4% 

46.9%

21.8%

19.9%

12.5%

19.4%

3.0%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年度

平成18年度

十分満⾜している ほぼ満⾜している どちらとも言えない
やや不満である ⼤いに不満がある 無回答

みどりに対する区⺠満⾜度の比較 
【出典】 みどりに関する区⺠意向調査（平成 18 年度、平成 30 年度） 
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「みどりがあってよかったと感じるとき」については、「季節を感じられる（86%）」

が最も多く、次いで「みどりのある景色に癒される（82%）」、「美しいまちなみ

が保たれていて気持ちいい（61%）」、「快適に暮らせる（51%）」が続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 江東区⻑期計画 区⺠アンケート結果（抜粋） 

令和元年 9 月に、18 歳以上の区民 3,000 人を対象に江東区長期計画区民アン

ケートを実施しました。 

調査の結果、水辺と緑の満足度については、「満足している」「どちらかといえ

ば満足している」の合計が 74.4％でした。 

 

あなたは、江東区内の水辺と緑に満足していますか。 

 

 

51.0%

85.7%

36.7%

44.5%

37.0%

34.6%

15.8%

14.3%

82.1%

14.3%

24.2%

22.7%

26.6%

49.0%

24.8%

61.2%

43.9%

3.0%

2.4%

0.0%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

快適に暮らせる

季節を感じられる

生き物の豊かさが感じられる

子育てしやすい

こどもたちの環境学習に役立つ

健康づくりに役立つ

スポーツ活動が楽しめる

育てる・収穫する喜びが感じられる

みどりのある景色に癒される

多くの人と趣味を共有できる

みどりを通して近所の一体感が生まれる

文化的な活動ができる

野外活動を楽しめる

まちににぎわいが生まれる

江東区らしい個性が感じられる

美しいまちなみが保たれていて気持ちいい

災害時の安全性が感じられる

その他

よかったと感じることは、あまりない

無効回答

無回答

みどりがあってよかったと感じるとき 

【出典】 みどりに関する区⺠意向調査（平成 30 年度） 

１ 満足している      26.3％ ２ どちらかといえば満足している  48.1％ 

３ どちらともいえない    15.2％ ４ どちらかといえば不満である    5.9％ 

５ 不満である       1.8％  ６  わからない            2.7％ 
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（５）みどりに対する CIG 区⺠サポーター会議・区⺠団体の意⾒ 
CIG 区民サポーター会議をはじめ、江東区内でみどりに関する活動を行っている

団体や事業者を対象として、区内のみどりの現状・問題点、みどりを活かしたまちづ

くりへのアイデア等についての意見を伺い、それらを踏まえた実効性の高い計画と

するため、ヒアリングを実施しました。 

以下に、ヒアリングで得られた意見を整理し、概要をまとめました。 

 

項目 意見の概要 

公 園 ・昆虫や野鳥などがいる生物多様性に配慮された公園、交流の場とな

るような質の高い公園が理想。 

・公園の利便性を高めるマネジメントが必要。 

水 辺 ・水辺は江東区ならではの資源であり強みである。散歩道などの整備

は進んでいるが、まだ活用の余地がある。 

・散歩道に日陰や休憩ができる場所を設置し、親しめる水辺、回遊性

の高い水辺となるとよい。 

・カヌーなどに乗る人が休憩できる場所が、水辺の所々にあるとよい。 

街 路 樹 ・剪定の質が低いので、モデル地区を定め、手本となるような街路樹

づくりを推進するとよい。 

緑 化 ・白河や亀戸など内陸部では緑被率が低く、量的拡大やネットワーク

化が進んでいない。 

・緑化指導は、質を担保する仕組みがあるとよい。 

・駅前に花壇等を設置することで、おもてなし感が出るとよい。 

・マンションの屋上や未利用地などは農園としての活用できるのでは

ないか。 

・屋上を農園にしている商業施設があり、区や幼稚園、学校との連携

を望んでいる。 

生物多様性 ・江東区には素晴らしいみどりの資源があり、生き物の生息地として

のポテンシャルは高いが、ネットワークが形成されていない。 

・緑地は単に増やすだけでなく、環境や生物多様性に配慮することが

必要。 

コミュニテ

ィガーデン 

・コミュニティガーデンの取組が進んでいることが江東区の特徴であ

り、この文化をもっと普及させたい。 

・コミュニティガーデンは、地域交流の場であり、高齢者の見守り、

やりがいや誇りの醸成など、様々な効果がある。 

・普段から公園を利用することで災害時の一時集合場所としての認知

も浸透する。 

・マンション前や壁面など、地域の目に触れるところにもコミュニテ

ィガーデンを広げたい。 
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項目 意見の概要 

区 民 意 識 ・みどりに対する区民の関心を高めることが必要であり、主体的に行

動していくことが必要。 

・行政だけでなく、区民や企業を巻き込むことが必要。 

・区民のみどりへの愛着を高めるには、「魅力的」、「楽しい」とい

う要素も大切である。 

・みどりの情報を知ることができるポータルサイトがあるとよい。 

文化・暮ら

し・にぎわい 

・みどりを暮らしや教育、まちづくりなどに活かす視点、利⽤価値を
高める視点が重要である。 

・水とともにあった暮らしや文化があるが、今は昔に⽐べるとこども
たちが水や自然にふれあう機会が減った。 

・歴史ある特徴的な橋やかつての堀割の⾯影を伝える公園なども、江
東区ならではの資源として活かしたい。 

・みどりの⾒所など人が集まる場所をつくり、イベントなどを⾏うこ
とで地域のにぎわいづくりにつなげていきたい。 

区民・事業者

との連携・稼

げ る 公 園 

・企業の社会貢献を活かす仕組み、公園での販売活動で得た利益を公

園の維持管理に還元するような仕組みがあるとよい。 

・水辺の景観を活かして商売をする、樹林を借景にカフェをつくるな

ど、民間事業者が売上目的で水辺やみどりを魅力的にする視点があ

ってもよい。 

・水辺や公園の柔軟な利用を許容する仕組みがほしい。 

・大企業を巻き込んだみどりの活動がしたい。 

・ネーミングライツを導入するなどして、企業が公園のスポンサーに

なってもよい。 

・新木場には企業が整備したハーブガーデンがあり、地域との交流に

役立っている。 

・江東区の会社が情報発信できる場である「江東区社会貢献ネットワ

ーク」にみどりの活動に参加してもらうとよい。 

区 民 活 動 ・ポケットエコスペースの維持管理は、ボランティアで担うには負担

が大きい。 

・ボランティアが高齢化しており、世代交代や裾野拡大が進んでいな

い。 

・ほめられる、やりがいを感じられる仕組みが必要。 

・活動拠点がほしい。 

人 材 育 成 ・ネイチャーリーダー養成講座の卒業生は、ビオトープの維持管理な

ど現場の活動の担い手としての活躍が期待されるものの、実際に担

い手となる人は少ない。 

・講座の参加者は高齢者が多く、年々参加者も減っている。 

計画の推進 ・実施計画を定め着実な事業実施を図ることが必要。 
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２ 課題 
みどりの持つ多様な機能を十分に発揮することを前提として、江東区のみどりの

特徴を踏まえつつ、当初計画や CIG ビジョンにおける目標の達成状況や施策の進捗

状況、区民ニーズ等を総合的に勘案し、課題を６つに整理します。あわせて各課題解

決に当たって、特に活用が期待されるみどりの機能を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特徴と問題点 

目標達成状況 

CIG ビジョンにおける施策の進捗状況 

みどりの機能分析 

みどりに対する区⺠アンケート 

みどりに対する CIG 区⺠サポーター会議・区⺠団体の意⾒ 

背景 社会情勢 みどりの基本計画の位置付け 

課題 

（１）水辺と一体となった緑化空間の形成が必要 

（２）多様なニーズに応える公園づくりが必要 

環境・⽣物多様性 

子育て・教育 健康・福祉 コミュニティ形成 

（３）質の高いみどりを増やすことが必要 

（４）みどりの⼤切さを知ってもらうことが必要 

（５）安全な暮らしにみどりを役⽴てることが必要 

（６）区⺠・事業者との連携を加速させることが必要 

観光・にぎわい 歴史・文化 環境・⽣物多様性 景観形成 

子育て・教育 コミュニティ形成 観光・にぎわい 歴史・文化 

防災・減災 

景観形成 コミュニティ形成 
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（１）水辺と⼀体となった緑化空間の形成が必要 
 散歩道を整備することで、水辺の緑化・ネットワーク化を推進し、ヒートアイラ

ンド現象の緩和や生物多様性の向上（エコロジカルネットワークの形成）に寄与

する「風の道」の充実を図る必要があります。 

 

（２）多様なニーズに応える公園づくりが必要 
 公園は区民にとって大切な資産であり、公園のあり方に対しては多様なニーズが

存在する一方、公園管理の現場では落ち葉や虫への苦情や公園施設の老朽化など

の問題がみられます。木陰が心地よい、自然の恵みや生き物の豊かさが感じられ

る、こどもを安心して遊ばせることができる、ゆっくり過ごすことができる、健

康づくりに役立つなど、地域の特性やニーズに対応した暮らしの質を高めるよう

な公園づくりが必要です。 
 また、区民や民間事業者が公園づくりに参加できる仕組みや Park-PFI 等の活用、

地域の実情に応じた公園の管理が必要です。 

 

（３）質の高いみどりを増やすことが必要 
 みどりの量は増加している一方、それが区民に十分に実感されていません。 
 これまでの“守る、増やす”だけでなく、民有地や公共施設の質の高い緑化や駅

前花壇の充実によるまちの顔づくり、連続した緑陰の確保や街路樹の充実、公園・

緑地などのクールスポットのネットワーク化などによる快適な都市環境の形成、

生物多様性の向上に資するポケットエコスペースづくりなど、質の高いみどりの

充実が必要です。 
 江東区らしい質の高いみどりを充実させるために、各地区によって異なるみどり

の特徴を活かした取組を展開することが求められています。 

 

（４）みどりの⼤切さを知ってもらうことが必要 
 区内のみどりは、季節の演出や癒やしの資源としての価値は評価されている一方、

趣味の共有の場や育てる喜びを感じられる場としての価値は十分に実感されてい

ません。土いじりや農体験の場づくり、みどりを通したコミュニティづくり、教

育や子育て支援・健康づくりに役立つみどりの充実、地域に親しまれている樹木

等の保全など、区民が愛着をもってふれあうことができ、価値を実感できるみど

りを増やす取組が求められます。 
 また、区民自らが地域のみどりの魅力を発見する機会の充実、四季折々のみどり

の見所、江東区ならではのみどりの歴史・文化の情報発信、みどりを活かした観

光振興等を通して、区内外の多くの人に、江東区のみどりの魅力や大切さを知っ

てもらうことが必要です。 
 また、学校と連携した環境教育を推進するとともに、こどもたちがみどりにふれ

あう機会の充実、みどりの活動やみどりに関する知識の普及啓発を図ることで、

みどりを大切にする区民の意識を育んでいくことも必要です。 
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（５）安全な暮らしにみどりを役⽴てることが必要 
 災害に強く、安全に暮らせるまちづくりへの区民ニーズが高いことから、みどり

が持つ防災機能を活かし、接道部緑化等による避難時の安全性の確保や身近な公

園の防災機能強化、密集市街地での適切なオープンスペースの確保、避難路や物

資の輸送路としての舟運の活用などを推進することが必要です。 

 

（６）区⺠・事業者との連携を加速させることが必要 
 緑化を推進するためには、区民がみどりの活動に参加しやすい仕組みづくりや企

業の社会貢献など、多様な主体との連携が必要です。 
 民間活力による魅力ある公園づくりや区民や事業者と連携したまちなか緑化の推

進、住宅地のみどりの育成などが求められます。 
 また、今後も南部地域を中心に開発が進むことが予想されることから、民間の開

発に合わせて良好なみどりが創出される仕組みを充実させることも求められます。 
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第３章 基本方針 

１ 計画の理念 
当初計画の理念を踏襲しつつ、基本構想や CIG ビジョンの考え方を踏まえ、「みどり

の中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」を本計画のテーマとします。 

みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現には、区民・事業者・区それぞれ

が主体的に、緑化に取り組む必要があります。一人ひとりが自分のこととして緑化活動

に取り組むことで、みどりへの愛着や誇りを醸成します。そうすることで、江東区全体

がみどりの中の都市として、憩いのある都市空間を創出し、区民生活の質の向上を図る

とともに、安全・安心なまちづくり、地球温暖化やヒートアイランド現象の抑制にも貢

献することを目指します。 

 

 

  

江東区 CIG ビジョン（平成 24 年 7 月策定） 
江東区 CITY IN THE GREEN（緑の中の都市）の実現 

江東区基本構想（平成 21 年 3 月策定） 

「みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東」 

みどりの基本計画のテーマ 

「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」 

江東区⻑期計画（平成 22 年 3 月策定） 
水と緑豊かな地球環境にやさしいまち 

江東区みどりと自然の基本計画 
（平成 19 年 7 月策定） 

みんなが愛着と誇りを持てる個性的で
魅⼒ある都市づくりの実現 
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江東区が実現を目指す「ＣＩＴＹ ＩＮ ＴＨＥ ＧＲＥＥＮ」とは・・・ 
 
江東区は南に東京湾、⻄に隅⽥川、東に荒川、まちなかを縦横に⾛る河川や運河に囲ま

れ、東京でも例のない⽔辺に恵まれたまちです。また、⽔辺を活かした親⽔公園や⼤きな樹⽊
が育った⼤規模な公園、「材⽊のまち」として栄えた文化を伝える公園など、特色ある公園にも
恵まれ、一人当たりの公園面積は東京都特別区の中で３番目に高い⽔準を誇ります。こうし
たみどりは、将来に引き継ぐべき江東区の貴重な資産です。 

「ＣＩＴＹ ＩＮ ＴＨＥ ＧＲＥＥＮ」とは、江東区が目指すみどりのまちづくりの基本と
なる考え方であり、「都市の中のみどり」ではなく、「みどりの中の都市」をイメージしています。 

具体的には、みどりの資産を⼤切に守り、育てていくとともに、集合住宅での緑化や新たに建
設される高層マンションなど、まちなかのあらゆる場所での緑化を進めることで、まち全体がみどり
に囲まれ、「⽔彩都市・江東」として、品格のある都市が実現している姿をイメージしています。 

また、みどりの中の都市で、みんながみどりをライフスタイルに取り入れ、みどりの豊かさを実感し
ながら、楽しく暮らしている姿もイメージしています。 

江東区が実現を目指す「CITY IN THE GREEN」のキャッチフレーズとして、「CIG」という
⾔葉を積極的に情報発信していきます。 

江東区観光キャラクター コトミちゃん 

江東区 CITY IN THE GREEN 実現のイメージ 

【出典】江東区 CIG ビジョン 
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２ みどりの将来構造 
当初計画の将来構造の考え方である「みどりの動脈」、「みどりの拠点」、「みどり

のみち」、「みどりの網」の考え方を踏まえつつ、新たに整備された公園・緑地等も含

めて位置付けを再整理するとともに、将来構造実現の方向性をより具体的に示します。 

区の特徴である、東京湾や荒川、隅田川、小名木川を「みどりの動脈」、地域の中心

となる公園・緑地を「みどりの拠点」として位置付け、自然環境の保全やみどりの多様

な機能の向上により、江東区の骨格となるみどりの充実を目指します。 

また、「みどりの拠点」と「みどりの動脈」を河川・運河、親水公園、幹線道路の街

路樹、緑道等の「みどりのみち」でつなぐことで、環境、生物多様性、防災等をはじめ

とするみどりの多様な機能が発揮できる「みどりのネットワーク」を充実させます。 

さらに、区全域で様々な緑化施策を推進し、区全体に「みどりの網」を張り巡らせ、

みどりの機能＝グリーンインフラを活用することで、「みどりの中の都市（CITY IN THE 

GREEN）」を実現していきます。 

 

区分 設定の考え方 凡例 将来構造実現の方向性 

みどりの
動脈 

広域的な環境を支
える海や河川及び
区の骨格を形成し
ている河川 

 東京湾や河川は、まとまりのある貴重なオープンスペースであ
り、生き物の生息可能な自然環境となっています。特に東京
湾からの新鮮な空気がまちに流れることで、快適な都市環境
が形成されています。こうした自然環境を保全するとともに、⽔
辺を活かしたみどりの美しい景観の形成を目指します。 
また、⽔辺を活かした施設づくりやレクリエーション利⽤、⽔辺
のにぎわい創出を進め、⽔辺の魅⼒向上を目指します。 

みどりの
拠点 

みどりの多様な機
能を発揮し、地域
の中心となる公園
緑地 

 市街地における貴重なクールスポットとして、また、生き物の生
息・生育場所としてまとまりのある緑地や健全な樹⽊の生育
を進めるとともに、防災意識を高めるとともに災害時に安心し
て避難できる防災活動の中核を担う拠点としての機能の充
実、国内外の人が楽しめる環境・レクリエーション拠点としての
空間の整備など、地域の中心的なみどりの拠点として多様な
機能の向上を目指します。 

みどりの 
みち 

みどりの動脈やみど
りの拠点をつなぐ河
川・運河、親⽔公
園、幹線道路、緑
道 

 みどりの動脈やみどりの拠点をつなぐ河川・運河、親⽔公園、
幹線道路、緑道では、区⺠・事業者・区の協働による緑化を
進め、⾵の道の形成やエコロジカルネットワーク、避難路の確
保など環境改善、生物多様性、防災をはじめとするみどりの
多様な機能を発揮する「みどりのネットワーク」の形成を目指し
ます。 

みどりの
網 

区全域（区全体
に網目状のみどりを
増やす観点から） 

 
区全域において、公共施設、⼤規模集合住宅などの緑化を
進めるとともに、住宅地や⼯業地などでも接道部緑化や壁面
緑化、屋上緑化といった様々な緑化施策を推進することによ
って、みどり豊かな美しいまちを目指します。 
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みどりの将来構造 
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みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）実現のイメージ 

公園や緑地では、レストランや売店の設置な
ど、魅⼒あるにぎわいづくりが進んでいます。 
 風の道を通して心地よい風

がまちに流れ、木々の緑陰
の中で快適に過ごせます。 

水辺・潮風の散歩道によ
り、みどりのネットワー
クが形成されています。 

水辺が日常的な運動の場となり、
健康づくりに役⽴っています。 
 

ガーデニング講座を通して、ベランダなどで
みどりを育てる楽しさが広がっています。 
 

四季折々の魅⼒ある景
観を楽しめます。 
 

社寺林など、地域の歴
史ある樹木や樹林地が
守られています。 公園では、マルシェやイベン

ト、プレーパークなどが開催
され、楽しんでいます。 

ポケットエコスペースにより、
生物多様性が保たれています。 
 

区⺠参加型みどりの調
査を通して、環境教育
が⾏われています。 
 

運河ルネサンスなどのイ
ベントにより、まちづく
りと一体となった水辺が
活用されています。 

建物の屋上や壁面の緑化
が進んでいます。 
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  ※調整中 

コミュニティガーデンでは花
や緑を育てるたくさんのボラ
ンティアが活躍しています。 

講座や学校教育との連携に
より、みどりを守り育てる
人材が活躍しています。 

カヌー・カヤックなど水
辺を活かしたスポーツに
身近に親しめます。 

オープンスペースや避難路
が確保され、災害に強いま
ちづくりが進んでいます。 

農園などで農作物
を育てています。 

公園などを舞台に、スポー
ツや健康づくりなどのイベ
ントが⾏われています。 

街路樹や公園の樹木が美
しく保たれています。 

様々な主体によるみど
りの保全や環境教育が
⾏われています。 

みどりのリサイクルに
より、堆肥や木工材と
して活用しています。 

公園では、キャンプやバ
ーベキューなどを楽し
み、にぎわいっています。 
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３ 基本方針 
当初計画の 6 つの方針及びＣＩＧビジョンの５つのビジョンを整理するとともに、み

どりを取り巻く社会情勢を踏まえ、新たな基本方針を策定します。 

みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現に向けて、以下の 4 つの基本方

針を設定します。 

 

 

 

東京湾に接するとともに区内を河川や運河が流れるなど、“水辺”は江東区の大きな

特徴です。こうした水辺を活かしたみどりのネットワークづくりやまちなかでの緑化を

進めることで、みどり豊かなうるおいのあるまちなみを形成していきます。同時に、歴

史・文化資源や東京 2020 大会のレガシーを活かしたにぎわいづくりを展開すること

で、みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かしていきます。 

 

 

親水公園やスポーツ施設のある公園、歴史・文化を伝える公園など、区内には多様な

公園があります。こうした各公園や地区の特徴を活かした公園づくりを、区民・事業者

等との協働により進めることで、みどりを保全しながら、みんなが楽しく公園を活用で

きる環境を整え、子育てや健康づくりなど暮らしの中にみどりがある新たなライフスタ

イルを実現していきます。 

また、みどりを育む機運を高め、公園だけでなく道路の植栽帯やベランダ、オープン

スペースなどの様々な場所で、緑化活動の活性化を図るとともに、事業者や NPO 等と

の連携により、区民からのニーズの高い農体験の機会を拡充することで、多様なみどり

を活かしたコミュニティづくりを進め、みどりをより柔軟に使えるようにしていきます。 

 

 

大規模な公園などが避難場所として位置付けられています。一方、区内には木造住宅

密集地域が見られるなど、防災性を高める必要があります。そのため、オープンスペー

スの確保や安全な避難路の確保など、みどりを安全を支えるために充実していきます。 

また、地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和するとともに、熱中症の予防などヒー

トアイランド現象へ適応するために、クールスポットや風の道の形成などにより涼しさ

を感じられる環境づくりを進めるなど、みどりを生命を支えるために充実していきます。 

 

 
みどりを守り、育てていくためには、区民、事業者、区が協働して緑化を進めていく

必要があります。そのために、区民や事業者によるみどりの保全・創出活動を支援する

とともに、次の世代を担う人材育成を進め、持続可能なみどりのある暮らしを実現して

いきます。 

また、こうしたみどりの活動の輪を広げていくために、みんなでみどりの大切さを共

有することを目指し、区で進めている CIG の取組や区民や事業者によるみどりの活動

などを広く情報発信することで、みどりをみんなで守り育て伝えていきます。 

基本方針 1 みどりを水彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

基本方針 2 みどりをより柔軟に使えるようにします 

基本方針 3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

基本方針 4 みどりをみんなで守り育て伝えます 
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４ 目標 
みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現に向けた取組を展開する上で、計

画年次である令和 11 年度における目標として、「計画の達成状況を示す目標」と「区

民評価に関する目標」を設定します。 

 

 

  

指標 平成 30 年度 
現状値 

令和 11 年度 
目標値 

（１）
計
画
の
達
成
状
況
を
示
す
目
標 

緑被率 18.7% 
（平成 29 年度） 22% 

緑視率 16.3% 22% 

水辺・潮風の散歩道の整備率 58% 
（平成 31 年度） 63% 

公園面積 438.1ha 572.9ha 

区⽴施設における新たな緑化面積 911 ㎡ ― 

区⺠・事業者による新たな緑化面積 53,599 ㎡ ― 

（２）
区
民
評
価
に
関
す
る
目
標 

みどり（水辺と緑）に満⾜している区⺠の割
合 

74.4% 
（令和元年度） 80% 

みどりがあることで美しいまちなみが保たれ
ていて気持ちいいと思う区⺠の割合 61.2% 70% 

みどりがあることで子育てしやすいと思う区
⺠の割合 44.5% 50% 

みどりがあることで災害時の安全性が感じら
れる区⺠の割合 43.9% 60% 

みどりに関する活動に取り組んでいる区⺠の
割合 43.6% 50% 
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（１）計画の達成状況を示す目標 
本計画に基づき、みどりを保全・創出することで CIG を実現していくために、計画の

達成状況を評価する目標を設定します。 

 

 
 緑被率とは、区全体の面積に占める緑被地面積

の割合を計測した値です。 
 緑被率が約 30％以上であると一般的に良好な

都市環境であると言われています。区内で緑被

率が 30％以上の町丁目数は 155 か所のうち

14 か所となっています。 
 緑被率を高めることで、みどり豊かなまちにし

ていきます。 

 

 

 

 
 緑視率とは、日常生活の実感として捉えられる

緑の量として、人の視界に占める草木の割合で

す。 
 国の調査によれば、緑視率が 25％以上あると、

みどりが多いと感じると言われています。緑視

率の調査地点は 1,727 か所ありますが、その

うち 356 か所で、緑視率が 25％以上となっ

ています。 
 緑視率を高めることで、みどりを実感できるま

ちにしていきます。 

 

 

 

 
 水辺・潮風の散歩道とは、河川や運河沿いに整

備している散策路であり、水辺に沿った歩行者

ネットワークの形成を進めています。 
 平成 31 年４月時点で、水辺の散歩道は、

21,664ｍ、潮風の散歩道は 8,449m 整備し

ています。 
 引き続き水辺・潮風の散歩道の整備を進め、水

辺を活かしたみどりのネットワークを形成し

ていきます。  

  18.7%（H29 現状値） ⇒ 22％（R11 目標値） 緑被率 

           58%（H31 現状値） ⇒ 63％（R11 目標値） ⽔辺・潮⾵の散歩道の整備率 

  16.3%（H30 現状値） ⇒ 22％（R11 目標値） 緑視率 
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 区 の 面 積に 占 め る公 園 面 積の 割 合 は、 約

10.74％です。 
 1人当たりの公園面積は全国平均では 10.5 ㎡

ですが、23 区平均では 3.0 ㎡であり、23 区

の中では 3 番目に高い水準となっています。 
 都市公園・緑地の整備を進め、身近に公園があ

り、みどりに親しめる環境を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 
 一定規模以上の区立施設の新設や改築の際に、緑化基準に基づく緑地を確保して

いくことで、緑化の先導役としての役割を担っていきます。 

 

 

 
 区では、一定規模以上の建築行為に対して地上部、建築物上、接道部をそれぞれ

の基準に適合するよう指導しており、近年では、年間 100 件～130 件程度届出

がされています。 
 引き続き緑化指導を通じて、区民・事業者による緑化を着実に進めることで、み

どりを充実していきます。 

 
※ 緑化指導に基づき、新たに創出された緑化面積を毎年度実績値として公表します。 

 

  

     438.1ha（H30 現状値） ⇒ 572.9ha（R11 目標値） 公園面積 

参考値：1 人当たりの公園面積：8.5 ㎡/人（H30 現状値） ⇒ 10.0 ㎡/人（R11 目標値） 
 

           911 ㎡（H30 現状値） ⇒ ―※ 区⽴施設における新たな緑化面積   

           53,599 ㎡（H30 現状値） ⇒ ―※ 区⺠・事業者による新たな緑化面積   
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（２）区⺠評価に関する目標 
計画を達成するだけでなく、その取組の結果として区民生活の向上を目指して、みど

りに対する区民評価に関する目標を設定します。区民評価に関する目標は、区民のみど

りに関する満足度及び４つの基本方針に対応する評価指標とします。 

 

【みどり（⽔辺と緑）に満⾜している区⺠の割合】 

74.4%（R1 現状値） ⇒ 80％（R11 目標値） 
 各基本方針に対応した評価を高めることで、みどり全体に対する区民の満足度を

高めます。 

【４つの基本方針に対応する区⺠の評価】 

 

みどりがあることで美しいまちなみが保たれていて気持ちいいと思う区⺠の割合 

61.2%（H30 現状値） ⇒ 70％（R11 目標値） 
 水辺に恵まれた江東区の特徴を活かした、魅力づくりやにぎわいづくりを進める

ことで、美しいまちなみが保たれていて気持ちいいと思う区民の割合を高めます。 

 
 

みどりがあることで⼦育てしやすいと思う区⺠の割合 

44.5%（H30 現状値） ⇒ 50％（R11 目標値） 
 より柔軟に楽しく使える公園づくりやみどりによるコミュニティづくりを進め

ることで、みどりがあることで子育てしやすいと思う区民の割合を高めます。 

 
 

みどりがあることで災害時の安全性が感じられる区⺠の割合 

43.9%（H30 現状値） ⇒ 60％（R11 目標値） 
 普段から防災意識を高める啓発の場として、みどりの活用や公園の防災機能強化

等を進め、身近にみどりがあることで災害時の安全性が感じられる区民の割合を

高めます。 

 

  

 みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

みどりを水彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

みどりをより柔軟に使えるようにします 
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みどりに関する活動に取り組んでいる区⺠の割合 

43.6%（H30 現状値） ⇒ 50％（R11 目標値） 
 生物多様性への関心を高めるとともに、みどりの活動へのきっかけづくりを進め

ることで、みどりに関する活動に取り組んでいる区民の割合を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イラスト 

 みどりをみんなで守り育て伝えます 
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５ 公園・緑地の整備・管理の方針 
江東区では、都市計画公園をはじめ、公園・緑地などの整備を進めてきました。その

結果として区民 1 人当たりの公園面積は、約 8.５㎡であり、東京都特別区の中では、

３番目に高い水準となっていますが、区立都市公園条例上の目標値である 10 ㎡には届

いていません。 

公園・緑地は、水辺が身近にある豊かな都市空間の形成、生物多様性の保全、気候変

動への対応などの公園・緑地そのものの機能のほか、区民の多様な活動の場として、ま

た、にぎわい・交流を育む機能などを有しています。地域の特性を踏まえながら、こう

した公園・緑地の様々な機能を十分に発揮することで、「みどりの中の都市（CITY IN 

THE GREEN）」を実現することができます。そのため、本計画の基本方針に基づき、

公園・緑地の整備・管理の４つの基本的な考え方を示します。 

また、この考え方を踏まえて、みどりの充実に向けて新たな公園・緑地の整備を推進

するとともに、みどりの質を高めるために地域や公園・緑地の特性を踏まえた既存の公

園・緑地の改修や管理運営を見直していきます。 

 

（１）基本的な考え方 
都市公園の整備・管理の方針として、4 つの基本方針に基づく公園・緑地の整備及び

管理・運営の考え方を示します。 

なお、公園・緑地の管理に当たっては、リスクマネジメントについて検討し、遊具な

どの公園施設の老朽化や倒木等による利用者のリスクを減らしていきます。 

 

 

 
 江東区の大きな特徴である水辺や歴史・文化資源、東京 2020 大会のレガシーを活

かした魅力ある公園・緑地の整備を進めることで、地域の特色とみどりが一体となっ

た美しい景観を創出するとともに、人々が集まり交流とにぎわいが生まれる観光拠点

を形成し、水彩都市・江東としての魅力を高めていきます。 
 水辺や樹林などの多様なみどりを充実させる公園・緑地の整備を進めることで、市街

地における貴重な生き物の生息環境を保全していきます。 

 

【対象となる主な公園・緑地】 

都⽴公園 ⻲⼾中央公園、⽊場公園、清澄庭園、⾠⺒の森海浜公園、夢の島公園 
海の森公園、有明親⽔海浜公園 

区⽴公園 仙台堀川公園、豊洲公園、豊洲ぐるり公園、⼤島九丁目公園 
 

  

水彩都市・江東の魅⼒づくりに活かす公園・緑地をつくります 
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 身近な公園としてバリアフリー化などによる誰もが使いやすい環境を整え、ヨガやラ

ンニングなどの健康づくり、コミュニティガーデンや農体験などの地域のコミュニテ

ィ活動、キャンプやバーベキューなどのレクリエーション、こどもたちの環境学習や

遊び場など、多様な楽しみ方ができる公園・緑地整備を進めることで、暮らしの中に

みどりがある江東区らしい豊かなライフスタイルを実現していきます。 
 地域特性や利用者ニーズに即した公園・緑地の整備を区民とともに進めていきます。

また、Park-PFI や指定管理者制度等の民間活力による整備・管理運営を推進し、魅

力ある公園づくりを進めていきます。 

 

【対象となる主な公園・緑地】 

国営公園 東京臨海広域防災公園 

都⽴公園 ⽊場公園、⾠⺒の森海浜公園、夢の島公園 

区⽴公園 仙台堀川公園、横⼗間川親⽔公園、竪川河川敷公園、若洲公園、 
街区公園や近隣公園 等 

 

 

 

 
 震災時の一時避難場所や広域避難場所、救助活動の拠点等となる公園・緑地において

は、防火水槽やかまどベンチの整備等、防災機能の確保・更新を進めるとともに、集

中豪雨などに対する浸透施設や貯留施設の整備を進めることで、公園・緑地を活かし

て都市の安全・安心を支えていきます。 
 緑陰を確保する樹林地の保全やミストの設置などにより、クールスポットとして公

園・緑地の整備を進めることで、みどりによる快適な都市環境を形成していきます。 

 

【対象となる主な公園・緑地】 

避難場所に指定されている公園・緑地 

水辺に接しているもしくは樹林地による緑地が確保できる公園・緑地  等 

 

 

 

 
 みどりを守り育てる人材育成に向けた環境教育などを実施できる公園・緑地の充実、

CIG を伝えるイベントの開催など、公園・緑地をみどりの大切さを伝える舞台として

活用していきます。 
 区民や事業者による公的なみどりの創出を進め、みどり豊かな都市環境を形成してい

きます。 

 

【対象となる主な公園・緑地】 

全ての公園・緑地 

より柔軟に使えるような公園・緑地をつくります 

安全と生命を支える公園・緑地をつくります 

みんなで守り育て伝える公園・緑地をつくります 
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（２）整備計画 
① 新規・拡張整備 
 都市計画公園・緑地の整備 
 「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)(東京都・特別区・市町)」において、公園・

緑地の機能・役割と効果的なネットワーク形成の観点から、事業の重点化を図る

べき公園・緑地を設定しています。 

 その中でも当該区域の整備の重要性と整備効果の高さの観点から、３つの公園を 

「優先整備区域」に設定しています。優先整備区域に関しては、東京都と連携し

ながら早期の整備を進めていきます。 

 

 優先整備区域に設定されている公園 事業の重点化を図るべき公園・緑地 
都⽴公園 ⻲⼾中央公園、清澄公園 猿江公園 

区⽴公園 ⼤島九丁目公園 
蛤橋公園、深川公園、洲崎弁天公園 
平久町公園、北⻲⼾公園、南砂町公園 
豊住公園、城東公園 

 

 海上公園・緑地の整備 
 東京都では、「臨海副都心有明北地区まちづくりマスタープラン」・「臨海副都

心有明北地区まちづくりガイドライン」に基づき、有明北地区における水と緑の

ネットワークを形成するとともに、有明北地区の自然環境の回復及び保全を図る

ため、有明親水海浜公園を整備しています。また、海の森（仮称）構想「答申」

に基づき、海の森公園を整備しています。 

 

 まちづくりと連携した公園・緑地の整備 
 不燃化特区に指定されている北砂三・四・五丁目地区において、「北砂三・四・

五丁目地区まちづくり方針」に基づき、地域の防災性向上に寄与する広場（公園）

の整備を進めていきます。 

 

 水辺・潮風の散歩道の整備 
 内部河川や運河に恵まれた区の特性を活かして、水面と護岸の積極的活用により

親水化を図り、みどりのネットワークとしていくため、水辺の散歩道や潮風の散

歩道の整備を進めていきます。 

 護岸工事や近隣住民との合意など、整備環境が整った区間から整備を進め、連続

性・回遊性を高めていきます。 

 

 公園以外の緑地の確保 
 区には、公園が不足している地域や規模が小さな公園が多く、地域に必要とされ

る公園・緑地を整備する必要があります。公園に歩いて行ける距離（250m）や

人口別の公園充足率や地域要望等を踏まえ、市民緑地認定制度等により公園施設

を整備するなど、民有地の活用も検討していきます。 
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② 既存公園・緑地の改修 
 公園改修の推進 
 区立公園・区立児童遊園については、「江東区公共施設等総合管理計画」に基づ

き、毎年度、大規模改修工事をそれぞれ２園ずつ行っています。耐用年数を考慮

した改修サイクルによる更新計画を立て、地域特性に即した整備を区民とともに

進めていきます。 

 公園の改修に当たっては、今後、「公園施設長寿命化計画」を策定し、安全対策

の強化、長寿命化によるコスト縮減及び補修・更新費用の平準化に努めていきま

す。 

 

 街区公園・児童遊園の機能再編 
 十分に活用されていない街区公園や児童遊園に関しては、周辺の公園・緑地と合

わせて地域包括的な視点から、各公園の機能再編を検討していきます。 
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公園・緑地の整備方針図 
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第４章 施策 
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第４章 施策 

１ 施策体系 
本章では、計画の実現に向けて、取り組むべき施策について定めています。区民・事

業者・区が相互に協力しながら、取組を進めていくことで、「みどりの中の都市（CITY 

IN THE GREEN）の実現」を目指します。 

 

  基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 

基本方針４ 

みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

みどりをより柔軟に使えるようにします 

みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

みどりをみんなで守り育て伝えます 

【 主に関連する SDGs の目標 】 

【 主に関連する SDGs の目標 】 

【 主に関連する SDGs の目標 】 

【 主に関連する SDGs の目標 】 
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⽔辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

1-1-1 みどりに彩られたまちをつくります 
1-1-2 生き物が増えるみどりのネットワークをつくります 

みどりを使ったコミュニティづくり 

2-2-1 みどりを通してみんなが集まる場所をつくります 
2-2-2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります 

みどりが支える安全・安心なまちづくり 

3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくります 
3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します 

みどりを活かしたまちなみづくり 
1-2-1 公共施設、区⺠・事業者の施設のみどりを増やします 
1-2-2 みどりで魅⼒ある良好な景観をつくります 

みどりの⼤切さを伝える仕組みづくり 

4-2-1 「みどりの中の都市（CIG）」のことをもっと広めます 
4-2-2 みんなでみどりを調べ、⼤切さを伝えます 

みんなが楽しく使える公園づくり 

2-1-1 地域や利⽤者に求められる公園をつくります 
2-1-2 みんなで魅⼒ある公園をつくります 

みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

4-1-1 みんなでみどりを守り育てます 
4-1-2 みどりを守り育てる人材を育てます 

みどりが支える快適なまちづくり 

3-2-1 みどりで快適なまちをつくります 
3-2-2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくります 

みどりを活かしたにぎわいづくり 

1-3-1 みどりでまちににぎわいをつくります 
1-3-2 オリンピック・パラリンピックの心が残るまちをつくります 

 

 

 

 

１－１ 

１－２ 

１－３ 

２－１ 

２－２ 

３－１ 

３－２ 

４－１ 

４－２ 
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２ 施策の内容 
 

 

 

 

水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 

江東区には、小名木川や仙台堀川、竪川、横十間川など、全長 32km にのぼる河川や

全長 18 ㎞にのぼる運河が縦横に位置し、加えて、河川の水を利用した親水公園が多く

あります。 

また、南部地域では、大規模な公園が整備されるとともに、開発が進むなど近代的で

海辺のうるおいとにぎわいが融合する環境が形成されています。 

こうした江東区の特徴であり、区の骨格を形成する海辺や河川・運河の環境を保全し、

質の高い緑化を推進することで、水辺と一体となったみどり豊かなうるおいのある都市

空間と豊かな生態系が共生する水辺を活かしたみどりのネットワークづくりを進めて

いきます。 

 
１－１－１ みどりに彩られたまちをつくります 
・隅田川、荒川、小名木川や東京湾を中心として、まとまりのあるみどりの水辺軸を形

成していくため、水辺と一体となった緑化空間を形成していきます。 

 

⽔辺・潮風の散歩道整備 
 東京都と連携して、河川や運河沿いを歩きなが

ら、水辺に親しめる環境として、水辺・潮風の

散歩道を整備してきました。 

 護岸工事や近隣住民との合意など、整備環境が

整った区間から整備を進め、連続性・回遊性を

高めていきます。 

 

 

⽔辺の緑化 
 水辺と一体となったみどりのネットワークを形

成するために、河川護岸の緑化や公共施設の緑

化を進めてきました。 

 引き続き河川護岸の緑化を進めるとともに、公

共施設の屋上緑化や壁面緑化等を進めることで、

水辺と一体となったみどりを区全体に展開して

いきます。 

 

現行計画で実施している事業      今後実施（充実）すべき事業 

１－１ 

 潮風の散歩道（⾠⺒運河） 

みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 基本方針１ 

護岸緑化（⼤横川） 

維持 

維持 

維持 拡充 
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１－１－２ 生き物が増えるみどりのネットワークをつくります 
・大規模な公園と海辺や河川・運河などの水辺、区内に展開されたポケットエコスペー

ス、事業者等のビオトープをみどりのみちで結ぶことで、生き物のすみかとなる環境

を結び、生き物が移動できるみどりのネットワークを形成していきます。 

 
ポケットエコスペースの整備 

 より豊かな生態系の保全に向けて、公園や学校

の一角にビオトープの整備を進めてきました。

これを江東区ではポケットエコスペースと呼

んでおり、現在 53 か所設置されています。 

 既存のポケットエコスペースの保全を進め、生

き物が移動できるみどりのネットワークの形成

を図っていきます。 

 みどりの連続性が低い地区においては、学校や

事業者等とも連携しながら、ビオトープ（ポケッ

トエコスペース）の充実を図っていきます。 

 

 

区⺠・事業者による生態系保全の誘導 
 事業者の中には、建築物の建替え時に、生態系

の保全を目的とした緑地を整備する事例があり

ます。 

 生物多様性に配慮した緑化指導の内容を充実

させることで、エコロジカルネットワークに配

慮した区民・事業者による緑化を推進していき

ます。 

 

  

フジクラ木場千年の森 

仙台堀川公園ポケットエコスペース 

【出典】えこっくる江東 HP 

拡充 

維持 
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みどりを活かしたまちなみづくり 
区の大部分が埋立地であり、元来、自然の少ない環境にありますが、堀割や埋立地な

どを活かした大規模な公園整備を行ってきました。その結果、水辺と一体となったみど

りに恵まれた、うるおいのあるまちなみが形成されています。一方で、市街地など住宅

が密集する地区ではみどりが不足しています。 

市街化が進み、公園の新設等が難しい状況の中で、公共施設や民有地における質の高

い緑化を推進することで、みどり豊かな良質なまちなみづくりを推進していきます。 

 
１－２－１ 公共施設、区⺠・事業者の施設のみどりを増やします 
・みどり豊かなまちなみづくりに向けて、緑化の先導役となるよう、公共施設において

積極的な緑化を進めていきます。 

・区立施設の中でも、特に大きな面積を有する教育施設については積極的に緑化を進

めることで環境教育等にも役立てていきます。 

・緑化指導等により区民や事業者による民有地の緑化を進めることで、みどり豊かな

都市空間の形成を図っていきます。あわせて、区民・事業者による優れた緑化の事例

について、積極的に周知することで、区民・事業者のインセンティブにつなげていき

ます。 

・一定規模以上の建築行為等を行う際には、江東区みどりの条例に基づく緑化指導を

行い、民間事業者による緑化の着実な推進を図っていきます。その際には、緑視率の

向上やみどりによるまちなみの形成に寄与する接道部の緑化について働きかけてい

きます。 

 
屋上緑化・壁面緑化 

 公園の整備に加えて、公共施設においても緑化

の確保を進めてきました。平成 30 年度には、

区立施設において 911 ㎡の面積を新たに緑化

しています。 

 引き続き、区立施設の改築や改修の際には、敷

地内の緑地の充実を図るとともに、屋上緑化や

壁面緑化などによる緑化を推進していきます。 

 既存施設においても、壁面緑化など限られた敷

地でも実施可能な緑化手法について検討して

いきます。 

 

緑化指導による緑化推進 
 江東区では、250 ㎡以上の敷地で建築行為等を行う際に、一定の緑化を義務付

けており、地上部、建築物上、接道部それぞれに基準を設定しています。 
 近年では、年間約 100～130 件程度緑化の届出があります。平成 25～30 年

までに、合計約 5.3ha 緑化されています。 

１－２ 

屋上緑化（有明⻄学園） 

維持 

拡充 
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 引き続き、みどり豊かなまちなみの形成に向け

て、緑化指導を通じた、区民・事業者による緑

化を推進していきます。 
 建築物の緑化に関して区内の都市環境の改善や

魅力向上のモデルとなる優れた取組を行った建

築主を顕彰していきます。 

 

 

 

 

１－２－２ みどりで魅⼒ある良好な景観をつくります 
・みどりを活かした四季折々の魅力ある良好な景観形成に向けて、「江東区景観計画」

に基づく、地域特性に応じた景観形成を図っていきます。 

・地域のランドマークとなる歴史ある巨木や樹林地を保全していくために、保護樹木・

保護樹林助成制度の活用を進めていきます。 

・魅力ある道路景観の形成に向けて、街路樹の樹形の適切な維持管理を図っていきます。 

 
江東区らしい景観形成の誘導 

 江東区全域を江東区景観計画の対象としていま

す。景観形成の基本方針としては、水辺の特徴

を活かすとともに、みどりのネットワークを保

全・拡充することにより、憩いとやすらぎのあ

る空間を生み出していきます。 

 重点的に景観の誘導及び保全を図る景観重点

地区として、「深川萬年橋景観重点地区」、「亀戸

景観重点地区」、「深川門前仲町景観重点地区」

の３地区を指定しており、地区のランドマーク

となる歴史・文化資源を活かしたみどりの景観

を保全し、次世代に継承していきます。 

 

保護樹⽊・保護樹林助成制度による保全 
 区内の貴重な大径木を「保護樹木」、「保護樹林」

として指定し、その保全にかかる維持管理の経

費の助成を行っています。 

 平成 30 年時点で、「保護樹木」が 161 本、「保

護樹林」が２か所あります。 

 引き続き、地域のランドマークとなる歴史ある

巨木や樹林地については、所有者の意向を踏ま

えた上で、保護樹木や保護樹林の指定を行い、

特色あるみどりの景観を保全します。 

緑化指導（豊洲） 

富岡八幡宮 

保護樹木（東陽町） 

維持 

維持 
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みどり豊かな道路景観の形成 
 良好な道路景観の形成に向けて、街路樹の植栽

を進めてきました。区道では、平成 20 年の約

9,000 本から概ね倍増を達成しています。 
 これまで植栽を進めてきた街路樹に関して、地

域の景観特性などに配慮した樹形の適切な維持

管理を実施していきます。 

 

 

 

みどりを活かしたにぎわいづくり 
水運の拠点として栄えた江東区の歴史を感じられる河川・運河や社寺林のみどりが市

街地と共生する深川地区や亀戸地区など、歴史・文化を感じられるみどりがまちと一体

となっています。 

また、南部地域では大規模な公園が整備されるとともに、東京 2020 大会における

多くの競技場が配置されるなど、海辺のうるおいとにぎわいが融合する環境が形成され

ています。 

このような歴史・文化を感じられるみどりや近代的で開放的なみどりなど、江東区の

多様なまちを彩るみどりを活かし、にぎわいづくりを進めていきます。 

 
１－３－１ みどりでまちににぎわいをつくります 
・古くから地域に愛されるとともに、多くの観光客も訪れる、富岡八幡宮や亀戸天神社

などの社寺林、かつての木場を象徴する水辺など、歴史あるみどりを保全するととも

に、周辺の市街地では民有地の緑化などを促進し、歴史・文化資源と一体となったみ

どりが形成されています。 

・地域のシンボルや誇りとなる、後世に伝えたいみどりの風景について積極的に情報

発信していきます。 

 

江東区みどり 100 景 
 区民からの投票などにより、江東区みどり 100

景を作成し、みどりの景観を積極的に情報発信

し、区民には地域のみどりへの愛着・誇りを感

じてもらうとともに、区外には江東区のみどり

の魅力として積極的に情報発信していきます。 
 みどり 100 景として選定された、みどりを後世

に継承していくとともに、にぎわいづくりにつな

げていくために、所有者や近隣での開発を行う事

業者へ保全の働きかけを行っていきます。 

１－３ 
街路樹のある道路景観 
（深川資料館通り） 

清澄庭園 

維持 

拡充 

【出典】一般社団法人江東区観光協会 
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⽔辺を活かしたにぎわいづくり 
 地域が主体となった運河などの水辺を活かし

たにぎわいづくりとして、「運河ルネサンス」な

どの取組があります。 
 豊洲水彩まつりや船カフェの社会実験などが行

われています。 
 このようなまちづくりと一体となった水辺の活

用を推進し、にぎわいづくりを進めていきます。 
 

 

     

 

  

イラスト 

運河クルーズ 

維持 
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１－３－２ オリンピック・ パラリンピックの心が残るまちをつくります 
・東京都と連携し、南部地域に配置された多くの競技場を、水辺を活かしたスポーツや

体験・交流の場として活用し、区の魅力づくりにつなげていきます。 

 

スポーツによる魅⼒づくり 
 東京 2020 大会の競技場を活かして国際的な

大会を誘致するとともに、日常的な運動の場と

しても活用し、スポーツを通じた魅力づくりを

進めていきます。 
 

 

 

おもてなし体験を通した彩りある緑化の推進 
 花とみどりで東京 2020 大会会場周辺を彩る

ことによって、花とみどりでおもてなしする体

験をレガシーとして残していきます。 

 

 

  

江東シーサイドマラソン 

おもてなしガーデニング講座実習風景 
【出典】江東区 HP 

【出典】江東区観光協会 HP 

維持 

維持 
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みんなが楽しく使える公園づくり 

区内には、親水公園やスポーツ施設のある公園、歴史・文化を伝える公園など、多様

な公園があります。 

公園は地域の大切な財産であり、既存ストックとしてこれまで以上に積極的な活用を

促進することで、江東区での暮らしの質を高めていくことが望まれます。 

区はもちろんのこと、区民や事業者と連携しながら、地域特性や利用者特性に応じた

柔軟な公園整備や適切な管理を推進することで、みんなが楽しく使える公園づくりを進

めていきます。 

 
２－１－１ 地域や利⽤者に求められる公園をつくります 
・公園の改修や再整備等の際には、地域特性や利用者のニーズに即した特色ある公園

づくりを進めるとともに、適切な維持管理を行い、活発な利用を促進していきます。 

・水辺や公園をスポーツや健康づくり、レクリエーションなどの場として活用してい

きます。 

 

公園・児童遊園の整備・改修 
 公園・児童遊園については、毎年度、大規模改

修工事をそれぞれ２園ずつ行っています。 

 今後、「公園施設長寿命化計画」を策定し、安全

対策の強化、長寿命化によるコスト縮減及び補

修・更新費用の平準化に努めます。 

 十分に活用されていない街区公園や児童遊園に

関しては、区民ニーズや公園の利用者層・利用

形態を踏まえ、周辺の公園機能とのバランスに

配慮しながら、地域に愛される公園になるよう

なリニューアルに取り組んでいきます。 

 

公園・児童遊園、河川の維持管理 
 公園や児童遊園では、誰もが安全に利用できる

よう、遊具などの公園施設について定期的な点

検を行っています。 

 荒川の下流部はヨシ原や干潟などもあり、動植物の

貴重な生息環境となっている一方、外来種の繁茂や

漂着ゴミの堆積などの問題にも直面しています。 

みどりをより柔軟に使えるようにします 基本方針２ 

2－１ 

森下公園 

東砂八丁目公園 

維持 

拡充 

現行計画で実施している事業      今後実施（充実）すべき事業 維持 拡充 
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 健全な河川環境を維持するため、荒川の河川管

理者である国土交通省や活動団体、区民との連

携のもと、ゴミ拾いや草刈り・草抜き、動植物

の調査などを実施しています。 

 快適に利用できる環境を維持するため、除草・

清掃や樹木の剪定、花壇や植栽の手入れなど、

適切な維持管理を引き続き行っていきます。 

 東京都により管理されている隅田川は、引き続

き東京都と連携し、河川水面のごみの収集・処

分、河川しゅんせつを通して、川の衛生的環境

が保たれるよう努めていきます。 

 旧中川、小名木川、横十間川、北十間川、大横川、仙台堀川、平久川、竪川、大島

川西支川、大横川南支川、越中島川などの江東内部河川についても、東京都と連携

し、水質改善のためのしゅんせつや動植物に配慮した河川環境の維持管理などを

進めていきます。 

 

 

スポーツや健康づくりに関するイベントの実施・情報発信 
 夢の島競技場で開催している「こうとうこども

スポーツデー」はサッカー、キャッチボールな

どの身近なスポーツをはじめ、ラグビーやパラ

リンピック種目の車椅子バスケットボール、

ボッチャなど、様々なスポーツが体験できるイ

ベントです。公園を舞台に区民が気軽にスポー

ツに親しむ場となっており、今後も公園を活用

したスポーツイベントを推進していきます。 

 みどりを活かして、区民がスポーツを生活に取

り入れることで健康に暮らせるよう、公園や水

辺などでのスポーツや健康づくりに関するイベ

ントについて、広く情報発信を行っていきます。 

 

サード・プレイスとなる居場所づくり 
 サード・プレイス（自分らしさを取り戻すこと

ができる第 3 の居場所）のひとつとなるよう、

利用者の好みやニーズに応じて楽しむことがで

きる公園づくりを進めていきます。 

 イベントの実施やカフェなど、居心地の良い居

場所づくりを進めていきます。 

 

小名木川 

 こうとうこどもスポーツデー（夢の島競技場） 
【出典】江東区 HP 

維持 

拡充 

都⽴⽊場公園多⾯的活⽤プロジェクト 
（飲食店イメージ） 
【出典】東京都ＨＰ 
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⽔辺を活かしたスポーツの普及・啓発 
 「竪川河川敷公園」では毎年 5 月〜10 月末ま

で「カヌー・カヤック場」が開設され、こども

たちが水に親しめる場を提供しています。 

 区民がカヌーやカヤックなど水辺を活かしたス

ポーツに身近に親しめるよう、区民が気軽にカ

ヌーに乗れる環境整備やランニングコース・サ

イクリングコースの整備を進めていきます。 

 カヌー等のスポーツ時に拠点となる施設の情

報発信等を推進していきます。 

 

 

ウォーキングやランニングマップの作成・更新 
 区内には、多くの親水公園や散歩道が整備され、みどりの

ネットワークが形成されています。 

 こうした環境を区民の健康づくりやレクリエーションに役

立ててもらえるよう、ウォーキングマップの更新やランニ

ングマップの作成を行っていきます。 

 

   

 

 

 

２－１－２ みんなで魅⼒ある公園をつくります 
・区民等との協働による公園の整備・管理運営、官民連携による公園施設の整備や管理

運営を推進することで、魅力ある公園づくりを進めていきます。 

 

区⺠・事業者等と連携した公園づくり 
 区民、事業者、NPO 等と連携し、マルシェ・イベントの実施による公園のにぎわい

づくりやプレーパーク等、こどもが自由に遊べる環境づくりを進めます。 

 区民による公園の魅力づくりのアイデアが公園づくりに活かされるような仕組み

づくりに取り組んでいきます。 

 公園施設の再整備や改修、指定管理に当たって

は、Park-PFI や指定管理者制度などの民間活

力により、効率的な施設運営に努めていきます。 

 事業者との連携によるレストランや売店の設置、

キャンプやバーベキューなどのレクリエーショ

ンの場の充実など、魅力のあるにぎわい空間づ

くりに向けた検討を進めていきます。 

 竪川河川敷公園 

 江東区ウォーキングマップ 
【出典】江東区 HP 

 区⺠まつり 

維持 

維持 

拡充 
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利⽤者ニーズや地域特性に応じた公園管理運営 
 公園の利用について、区内一律のルールでなく、

利用者や地域特性に応じたルールづくりを進め

ていきます。 

 公園に関係する多様な主体が話し合い、協働して

公園づくりを進める仕組みづくりに取り組んで

いきます。 

 

 
 

みどりを使ったコミュニティづくり 

区内では、公園や道路の植栽帯等を活用し、グループでみどりを育成するコミュニ

ティガーデン活動が活発に行われており、江東区ならではの文化になっています。 

また、公園では江東区民まつりやリバーフェスタ江東など、公園や水辺を舞台とした

イベントが行われ、にぎわいと交流が育まれています。 

なお、農地がない江東区においては、区民農園や田んぼの学校などが農に触れられる

貴重な環境となっており、農体験等へのニーズも高くなっています。 

地域の公園や緑道などにおいて、地域が主体となって、楽しみながらみどりを育む活

動を推進することで、コミュニティづくりに役立てていきます。 

 
２－２－１ みどりを通してみんなが集まる場所をつくります 
・マンションのベランダ緑化や公園や緑道での花づくりの活動を活性化することで、

みどりを育む機運を高め、みどりを通したコミュニティづくりを進めていきます。 

 

みどりに関するイベントや講座の開催 
 区では、地域での緑化活動やコミュニティづくりをはじめることができる人材を

増やすことを目的として、「ベランダガーデニング講座」を開催しています。 

 今後もこうした講座を継続することで、マン

ションのベランダ等で、緑化活動を推進してい

きます。 

 みどりに関するイベントの実施等を通して、み

どりを育む活動に関心をもってもらい、参加し

てもらう機会を増やしていきます。 

 

 

 

コミュニティガーデン活動団体への支援 
 「コミュニティガーデン」は、公園や緑道の植樹帯等で、グループで花や緑を育て

現在の児童遊園の禁止事項 

2－2 

 ベランダガーデニング講座 
【出典】江東区 HP 

拡充 

維持 

維持 
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る活動です。平成 30 年現在、41 団体・約 1,000 名のボランティアが活動して

います。区では、こうした活動団体に花苗等の資材提供を行っています。 

 今後もグループでみどりを育成するコミュニ

ティガーデンの活動を推進するともに、活動団

体同士の情報交換の場づくり、優れた活動の周

知などを進めていきます。 

 公園や緑道の植栽帯はもちろんのこと、道路に

面したマンションの敷地や企業の花壇など、民

有地でもコミュニティガーデンの活動が進むよ

うに、民間の助成制度の紹介をはじめ、新たな

仕組みを検討していきます。 

 

 

２－２－２ みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります 
・区民が土とふれあう農体験ができるよう、既存の農園の維持管理を進めるとともに、

民間事業者とも連携しながら、体験の場の充実を図っていきます。 

 

農体験の場の提供 
 既存の区民農園については、利用者のニーズに

即した適切な維持管理を行い、快適に利用でき

る環境整備を進めています。 

 民有地における農的な土地利用や、屋上を活用

した農園整備等を推奨し、区民が農体験できる

機会の拡充を図っていきます。 

 ボランティア団体を主体とした田んぼの学校の

企画・運営を支援していきます。 

 農体験を通じた地域の交流を促進するため、農

に触れられる環境の充実を図っていきます。 

 

 

公園以外のオープンスペースの確保 
 貴重なみどりの残る民有地や使われていない遊

休地の公開を進め、農体験ができるようにする

など市民緑地認定制度等の活用を検討していき

ます。 

 

 

  

コミュニティガーデン（東陽公園） 

 田んぼの学校 

【出典】江東区 Twitter 

【出典】江東区 HP 

維持 

維持 

 認定市⺠緑地のイメージ 
【出典】官邸 HP 
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みどりが支える安全・安心なまちづくり 

江東区の南部地域は、地区内残留地区に指定されており、比較的燃えにくい市街地が

形成されています。一方で、深川・城東地域は避難場所として指定されている大規模な

公園が整備されていますが、北砂地区など、一部に木造住宅密集地域が残りオープンス

ペースが不足している地区があります。そのため、木造住宅密集地域の解消に向けた

オープンスペースの確保や安全な避難路の確保に向けた接道部の緑化など、安全な市街

地の形成に向けてみどりを活用していきます。 

また、多くの河川・運河が区内を流れる特徴を活かし、災害時の避難路や物資輸送路

として舟運の活用を推進するとともに、普段から活用することで普及・啓発を図ってい

きます。 

 
３－１－１ みどりで災害に強いまちをつくります 
・安全な市街地の形成に向けて、公園が不足する地域では、まちづくりや防災分野と連

携し、オープンスペ—スを確保していきます。 

・また、みどりを活用し、安全な避難路を確保するとともに、区の特徴である河川・運

河についても避難や救援物資の輸送路として活用していきます。 

 

まちづくりや防災分野と連携したオープンスペースの確保 
 区の深川・城東地域には、北砂三・四・五丁目

地区など、災害時に火災延焼等の危険性が高い

木造住宅密集地域が見られます。 

 東京都と連携しながら、木造住宅密集地域の改

善に向けて、建物の建替え等とあわせて、公園

や広場などのオープンスペースの確保を進めて

いきます。 

 市街化が進んでいるため、木造住宅密集地域に

限らず、住宅が密集しており、一部では、身近

な公園が不足する地域があります。そうした地

域を中心に、大規模開発等、まちづくり事業と

連携し、オープンスペースの確保を進めていき

ます。 

 

 

 

 

3－１ 

みどりを安全と生命を支えるために充実させます 基本方針３ 

密集市街地（砂町） 

オープンスペース（豊洲） 

維持 

現行計画で実施している事業      今後実施（充実）すべき事業 維持 拡充 
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みどりによる安全な避難路の確保 
 街路樹の充実や道路の隙間緑化など道路緑化を進めてきました。また、CIG ビ

ジョンに基づく身近な緑化の推進として、生垣助成を行ってきました。 

 道路や接道部のみどりを充実させることで、延

焼遮断帯の形成や建物等の倒壊を防止する機能

が期待されます。そのため、街路樹（大径木）

をはじめとした公共施設の樹木を健全に保って

いきます。 

 区では、災害時に倒壊の危険性のあるブロック

塀に替えて接道部緑化を推進することで、避難

の安全性を確保するとともに、市街地の延焼防

止効果を高めていきます。 

 

 

災害時における舟運の活⽤ 
 区内には多くの河川・運河が流れ、防災船着場

が 19 か所整備されています。 

 河川・運河は生活にうるおいを与えるだけでな

く、災害時にも水路として活用することができ

ます。 

 区内の河川や運河について、災害時には移動や

物資の輸送路等として活用していきます。 

 

３－１－２ 身近な公園の防災機能を強化します 
・身近な公園は、災害時の一時集合場所や活動拠点としての役割を発揮できるよう、防

火水槽やかまどベンチ、マンホールトイレの整備等により、防災機能の強化を進めて

いきます。 

 

災害時に備えた公園施設の整備 
 区内には大規模公園を中心に、12 か所の避難

場所が指定されています。また、街区公園など

の身近な公園も一時集合場所に指定されていま

す。 
 身近な公園が災害時の一時集合場所や活動拠点

としての役割を発揮できるよう、防火水槽、か

まどベンチ、マンホールトイレの整備等により、

防災機能の強化を進めていきます。 

 

   
 災害時給水ステーション（南砂三丁目公園） 

接道部緑化（⼤島） 

防災船着場（高橋乗船場） 

維持 

維持 

維持 



70 

防災意識を高める場としての公園活⽤ 
 避難場所に指定されている公園等では防災訓練

や防災をテーマとしたイベントの場を実施し、

防災に対する意識を高めるとともに、災害時の

避難場所として、周知を進めていきます。 

 

   

 
 
 

 

 

みどりが支える快適なまちづくり 

地球温暖化やヒートアイランド現象が大きな問題となっている昨今、温暖化対策を実

施することが重要です。海辺に隣接し、河川・運河が区内に多く流れる江東区の特徴を

活かして、水辺の冷気をまちに取り込むとともに、緑陰の確保に向けた地域のみどりを

充実させ、あわせて地下水の利活用を促進することで涼しさを感じられる快適なまちを

形成していきます。 

 
３－２－１ みどりで快適なまちをつくります 
・まとまった緑地のある公園等においては、緑陰の充実やミスト設備の設置等を進め

クールスポットを形成するとともに、河川・運河の緑化や街路樹の充実により、海辺

やクールスポットの冷気を持った空気がまちに流れる風の道を形成し、快適なまち

づくりにみどりを活かしていきます。 

 

クールスポットの形成 
 公園において樹木の樹冠を確保するよう、樹木

の適切な維持管理を行うとともに、ミスト設備

の設置等を進めています。 

 都立木場公園や都立亀戸中央公園、都立猿江恩

賜公園、都立清澄庭園等の大規模な公園におい

ては、東京都との連携のもと、樹木の植栽や適

切な維持管理を行うことで、緑陰を充実させて

いきます。 

 

  

3－2 

 緑陰のある空間（都⽴木場公園） 

令和元年度 江東区総合防災訓練 
（木場公園） 

維持 

維持 
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緑陰のあるまちの形成 
 区道には、平成 31 年４月時点で街路樹は

18,895 本あります。 

 街路樹を活かした快適なまちを形成するために、

街路樹の樹冠を確保するよう、適切な維持管理

を行うことで、緑陰を形成していきます。 

 民有地などのまちなかの緑化を推進することで、

緑陰による夏の日ざしの軽減や冷気を生み出し

ていきます。 

 

風の道の形成 
 区では、水辺・潮風の散歩道や街路樹の整備を

進めるなど、海からの冷気を持った風がまちに

流れる「風の道」を形成してきました。 

 引き続き、南北方向を中心とした河川・運河の

沿岸や道路における緑化を推進するとともに、

沿道における屋上緑化や壁面緑化等による緑化

を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

  風の道とは・・・ 
 
ヒートアイランド対策として、都市を流れ

る風の活⽤による都市空間の換気が重要
です。 

冷たい空気のたまる海や公園、緑地等
からの風をまちに導く連続した空間が「風の
道」です。具体的に、「風の道」となる空間
は、河川や公園・緑地、道路などです。まち
に取り入れた冷たい風の効果を持続するた
めに、緑化の推進やＣＯ２排出量の削減
等のヒートアイランド対策と連携することも
重要とされています。 

海の森と風の道 
【出典】東京都港湾局 
     「臨海副都心 TOKYO WATERFRONT CITY」 

街路樹のあるまちなみ 

【出典】江東区都市計画マスタープラン 
低酸素社会の実現に向けた様々な取組（イメージ） 

維持 

維持 



72 

３－２－２ みどりで地球環境にやさしいまちをつくります 
・まちなかのみどりを充実させることで、地球温暖化の緩和を図るとともに、雨水など

の利活用による水資源の循環を進め、環境にやさしいまちを形成していきます。 

 

みどりの充実による温暖化の緩和 
 建物の屋上緑化や壁面緑化、校庭の芝生化等を

通して、建築物への熱負荷の低減を図り、室温

の上昇を抑制していきます。 

 

 

 

 

 
⽔が循環するまちづくり環境に配慮した⾬⽔の利活⽤ 

 都市型水害の防止や軽減を図るため、区内の施

設（個人住宅も含む）に浸透施設（浸透ます・

浸透トレンチ等）や貯留施設（貯留槽）の設置

を推進しています。 

 道路の植栽や歩道に浸透させた雨水を利用し、

路面温度の上昇を引き続き抑制していきます。 

  

 

  

壁面緑化 

浸水対策のイメージ 
【出典】東京都下水道局 HP 

維持 

維持 
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みんなで守り育てるみどりのまちづくり 

みどりを守り、育てていくためには、区だけでなく、区民や事業者による主体的な取

組も重要です。区内にはみどりに関する活動団体も多く、事業者による地域の緑化活動

なども行われており、また、コミュニティガーデンなど区民が主体的にみどりを守り育

てる活動も活発です。 

こうした区民や事業者によるみどりの保全・創出を応援するとともに、区民・事業者・

区が一体となって CIG の実現を目指します。また、培われてきたみどりをみんなで守り

育てる文化を継承していくために、次世代を担う人材育成を進めていきます。 

 

４－１－１ みんなでみどりを守り育てます 
・区民や事業者が主体となったみどりを守り育てる活動や自宅などでの身近なみどり

の創出を支援し、みんなで地域のみどりを守り育てる機運を高めていきます。 

・みどりの活動の更なる活性化に向けて、寄附金などの新たな資金確保や剪定枝など

を再利用するみどりのリサイクルを進めていきます。 

 

区⺠によるみどりのボランティア活動の支援 
 みどりネット Koto や、えこ・あくしょん江東

など、みどりに関わる活動団体が多くあります。 

 区民が中心となったみどりを守り育てる活動の

活性化に向けて、みどりの協定の締結などによ

るみどりのボランティア活動を支援していきま

す。 

 

 

 

事業者によるみどりの活動の支援 
 地域貢献活動の一環として、地域のみどりの保

全・育成や環境教育の実施など地域と連携した

みどりの活動を積極的に行っている事業者も見

られます。 
 接道部などへの緑化に対する助成や地域で活動

する団体の紹介など、みどりに関する企業の社

会貢献活動への支援を進めていきます。 

 

 

 
事業者によるみどりの創出（新木場駅前） 

【出典】江東区 CIG ビジョン 

ハーブ園づくり講座 

【出典】えこっくる江東 HP 

4－1 

みどりをみんなで守り育て伝えます 基本方針４ 

維持 

維持 

現行計画で実施している事業      今後実施（充実）すべき事業 維持 拡充 
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身近なみどりの創出支援 
 区民の 80％以上が集合住宅に住む江東区では、マンションのベランダでのガーデ

ニングなどの活動を支援しています。また、ベランダ緑化のための設備を紹介して

います。 

 ベランダだけでなく敷地の接道部や施設の屋上

等様々なスペースを利用した区民によるみどり

の創出を支援していきます。 

 集合住宅のみどりは、市街化が進んだ江東区に

おいて貴重なまとまりのあるみどりとして保全

するとともに、敷地を活用した新たなみどりの

創出を進めていきます。 

 

地域に愛されるみどりの保全 
 まちの歴史の中で地域のランドマークとして継

承されてきた樹木は、地域に愛されたみどりの

象徴と言えます。 

 こうした歴史ある巨木や樹林地については、保

護樹木や保護樹林の指定を行い、保全していく

ことで、地域住民のみどりへの愛着を高めると

ともに、地域の個性あるみどりを次世代に継承

していきます。 

 

みどりに関する新たな資⾦の活⽤ 
 区では「みどり・温暖化対策基金」を設置し、

水と緑豊かな地球環境にやさしいまちを目指し、

緑化の推進及び温暖化対策等を進めるための財

源として活用しています。 

 また、区内外の方からの、みどりを守り育てる

ための指定寄附金として、「こうとう伝統と未来

の応援寄附金」制度があります。寄附金は、み

どりのボランティア活動の支援等に活用してい

ます。 

 これらの財源を引き続き活用しながら、新たな資金確保の手法も検討していきま

す。 

 

緑のリサイクルの推進 
 区立公園や街路樹を維持管理する際に発生する剪定枝を処分するのではなく、リサ

イクルチップや堆肥、木工材として再利用する「緑のリサイクル」を行っています。 

保護樹木（富岡八幡宮） 

集合住宅におけるみどりの創出 

校庭芝生化（八名川小学校） 
【出典】江東区 CIG ビジョン 

維持 

維持 

維持 

維持 
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 堆肥や木工材は、区のイベント等で配布・利用するほか、公園や学校の土壌改良

等に活用しています。 

 引き続き、区が維持管理する公園や街路樹の剪

定枝などを再利用するとともに、区民、事業者

のみどりに関する活動をする中で発生した剪定

枝の受入れなど、緑のリサイクルを拡大してい

きます。 

 

 

 

４－１－2 みどりを守り育てる人材を育てます 
・区民が主体となって行われてきたみどりに関する活動を継承し、拡充するために、講

座の開設や学校教育等との連携により、次世代を担う人材育成を進めていきます。 

 

みどりを守り育てるリーダーの養成 
 みどりを守り育てるリーダーとなる人材を育成

する講座を開催してきました。 

 引き続き、みどりに関する知識や技術の習得の

場として、講座等を開催することで、みどりを

守り育てる人材の発掘・養成を進めていきます。 

 

 

 

 

学校教育との連携によるみどり教育の推進 
 屋上緑化や校庭の芝生化、ポケットエコスペー

スの整備など、学校のみどりを充実させるとと

もに、NPO 団体等と協働した環境教育プログ

ラムの実施等を行ってきました。 

 地域と連携して、屋上緑化や校庭の芝生化など

により整備された校内の緑地の維持管理や花壇

の設置等を進め、こどもが自然環境に触れられ

る場の充実を図っていきます。 

 環境教育の場として、みどりの活用やみどりを

テーマとした学習を実施することで、みどりに

関する知識や関心の向上を図っていきます。 

 

 

 

 

剪定枝の粉砕 
【出典】江東区 HP 

学校でのみどりの教育（⻲高小学校） 
【出典】⻲高小学校撮影 

みどりの人材育成講座 
【出典】ネイチャーリーダー江東 HP 

維持 

維持 
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みどりの⼤切さを伝える仕組みづくり 

みどりには環境改善や生き物の生息環境としてだけでなく、健康づくりや子育ての場

など多様な機能があります。みどりをみんなで守り育てていくためには、一人ひとりが

みどりの大切さを認識することが重要です。これまでも、区内ではみどりに関する講座

やイベントの実施、公園や緑地・水辺に関する情報の発信など、みどりに関する普及・

啓発に取り組んできました。 

引き続き、みどりの大切さやみどりの取組を知っていただくために、情報を発信する

とともに、協働によるみどりの調査や区民・事業者によるみどりに関する活動の顕彰を

行うことで、主体的な取組が活発に行われる機運を高めていきます。 

 

４－２－１ 「みどりの中の都市（CIG）」のことをもっと広めます  
・区民や事業者による主体的な取組が行われる機運を高めるために、イベントの実施

や普及・啓発品等の配布、顕彰制度等を通じて、区民からの認知度が低い CIG 活動

の普及・啓発を進めていきます。 

 

CIG を伝えるイベントの開催 
 区民まつりなどでは、NPO 団体や事業者による

みどりの活動に関するブースが出店されるなど、

イベントの機会を活かした普及・啓発活動を行っ

てきました。 

 引き続き、江東区のみどりの魅力や大切さを広く

知ってもらうために、区民が気軽に参加できるイ

ベントやシンポジウムを開催していきます。 

 

CIG を伝える普及・啓発品の配布 
 江東区 CIG ビジョンを通じて、緑化やみどりの

保全など区民や事業者ができる取組と活用でき

る助成制度について紹介してきました。 

 CIG の実現に向けて、取組事例等を分かりやすく

紹介する普及・啓発品等を配布し、CIG の取組を

広く伝えることで、CIG の実現に向けた協働の取

組の機運を高めていきます。 

 

みどりに関する活動の顕彰制度 
 コミュニティガーデン活動やポケットエコスペースの維持管理など、区民が主体

となったみどりの活動が活発です。 

 ビオガーデンやハーブガーデンの整備など、事業者による地域のみどりを保全・創

出する活動も見られます。 

4－2 

CIG オンラインフォトコンテスト 
（平成 30 年度 CIG ⼤賞作品） 

【出典】江東区 HP 

区⺠まつりでのみどりのワークショップ 

拡充 

維持 

拡充 
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 みどりに関する主体的な活動を促進するため

に、区民や事業者のみどりに関する活動のう

ち、他の活動のお手本となるものや CIG の実

現に大きく貢献するものについて顕彰する制

度を設けていきます。 

 

 

 

４－２－２ みんなでみどりを調べ、⼤切さを伝えます 
・みどりの魅力や大切さを区民に伝え、みんなで共有することで CIG の実現に向けた活動

を推進するために、区民参加型でのみどりの調査を行い、その結果や定期的に行うみど

りの実態に関する調査の結果を分析し、分かりやすく見える化して公表していきます。 

 

区⺠参加型みどりの調査 
 NPO 団体等によりポケットエコスペースでの生

き物調査や自然観察会などが行われています。 

 区民が江東区のみどりの価値を実感できるよう

に、区民参加型での地域のみどりの調査を拡充し、

その結果をみどりの維持管理や環境教育の教材

として活用していきます。 

 

 

みどりの魅⼒発⾒に向けたマップやホームページの作成 
 みどりの魅力発見につながる観光マップやウォーキングマップ

などを配布し、区の魅力を発信しています。 

 みどりの魅力にフォーカスを当て、各団体の活動などもあわせ

て整理したマップやホームページを作成することで、魅力ある

みどりを「見える化」し、共有していきます。 

 見える化した魅力を磨き上げ、次世代に継承していく視点から

公園・緑地の維持管理を進めていきます。 

 

みどりの調査結果の公表 
 区の緑被率や緑視率の調査を 5 年に一度実施しています。これら

の調査結果は報告書としてとりまとめ、施策検討の基礎資料とし

て活用するとともに、ホームページ等を通じて公表しています。 

 引き続き、区内のみどりの実態を把握し、更なる取組に活かす

ため、定期的に緑被率や緑視率等のみどりの実態に関する調査

を行い、その結果について公表していきます。 

  

自然観察会（新砂干潟） 
【出典】えこっくる江東 HP 

優良緑化事例（江東リハビリテーション病院） 

平成 29 年度江東区 
緑被率等調査報告書 

観光 PR パンフレット 

維持 

拡充 

維持 
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第５章 重点施策 

１ 緑化重点地区の指定 
緑化重点地区とは、都市緑地法において、みどりの基本計画で定めるものとされてい

る「重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」のことです。 

本区は東京湾に面するとともに、河川・運河が区内を縦横に流れていることが大きな

特徴です。 

「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現を目指し、環境・生物多様性

の保全等のみどりの機能が十分発揮され、区民生活の質の向上を図っていくために、水

辺を中心として、みどりの動脈やみどりのみちを形成しながら、区内全域での緑化を推

進していくことが重要です。 

区内では、土地利用転換や再開発が進んでおり、これらを契機とした屋上緑化や壁面

緑化等を含む多様な緑化を展開することで質の高いみどりの充実を図るなど、区民や事

業者との協働による緑化を進めていくことも重要です。 

このように、区民・事業者・区それぞれが主体的に緑化を進めるとともに、お互いの

連携や協働によるみどりの保全・創出を加速させることが「みどりの中の都市（CITY IN 

THE GREEN）」の実現には重要です。そのため、本計画では、区内全域を緑化重点地

区に指定し、緑化を推進していきます。 

  

イラスト 
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２ 重点プロジェクト 

（1）基本的な考え方 
「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現に向けて、各基本方針の目標

達成に向けて先導的な役割を果たす取組を、重点的に取り組む施策として位置付けます。 

江東区の特色を踏まえながら、各基本方針の目標達成に向けて特に効果的と考えられ

る取組とし、多様な主体との協働を加速させる視点や多くの関係主体への波及効果を生

み出す視点を重視します。 

取組内容やスケジュール、役割分担などを明確にすることで、実効性を高めていきま

す。 

 

 

基本方針と重点プロジェクトの対応 

 

 

  

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 

基本方針４ 

みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

みどりをより柔軟に使えるようにします 

みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

みどりをみんなで守り育て伝えます 

⽔辺の緑化推進プロジェクト 
目標：みどりがあることで美しいまちなみが保たれていて

気持ちいいと思う区⺠の割合 

目標：みどりがあることで⼦育てしやすいと思う区⺠の割
合 

みんなでつくる公園プロジェクト 

目標：みどりがあることで災害時の安全性が感じられると
思う区⺠の割合 

安全・安心なまちづくりプロジェクト 

目標：みどりに関する活動に取り組んでいる区⺠の割合 

みどりの中の都市 
（CITY IN THE GREEN） 
魅⼒発信プロジェクト 
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（２）水辺の緑化推進プロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

区ではこれまでにも、江東区ならではの豊富な水辺を活かして、水辺の魅力づくり

や風の道の形成に取り組んできました。今後は更なるみどりのネットワークの充実、

水辺・潮風の散歩道の連続性・回遊性の向上などにより、みどり豊かなまちなみの形

成や生物多様性の向上が期待されています。 

水辺・潮風の散歩道については、東京都との連携により、引き続き整備を進めると

ともに、河川沿いの緑化、橋梁周辺などの緑化などを通して、水辺と一体となった緑

化空間及びネットワークの形成を進め、水彩都市・江東の魅力を高めていきます。 

 

② 展開する主な事業 

 ⽔辺・潮風の散歩道整備事業 

 河川や運河沿いを散歩道として整備することで、区民が水辺に親しめる環境を

充実させていきます。 

 

 CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業 
（屋上緑化、壁面緑化、河川護岸緑化） 

 公共施設の新築・改築及び大規模改修に合わせて、屋上緑化・壁面緑化などを

進め、水辺から広がる美しいまちなみを区全体に展開していきます。また、東

京都の護岸補強工事にあわせて河川の護岸緑化を進めていきます。 

 

 CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（「風の道」緑化） 

 橋の架け替えの際に使用する敷地である「橋台敷」を緑化することで、みどり

のネットワークやクールスポットを充実させていきます。 

 

事業実施スケジュール 

事業名 令和 2～６年度 令和７～11 年度 担当部署 

水辺・潮風の散歩道整備

事業 

  
土木部河川公園課 

CITY IN THE GREEN

公共緑化推進事業 

（屋上緑化、壁面緑化、

河川護岸緑化） 

  教育委員会事務局学校施設課 

総務部営繕課 

  
土木部河川公園課 

CITY IN THE GREEN

公共緑化推進事業 

（「風の道」緑化） 

  

土木部道路課 

 

推進 

屋上・壁面緑化 

護岸緑化は東京都の護岸補強⼯事終了後に実施   

緑化 
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（３）みんなでつくる公園プロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

江東区は 23 区の中でも区民 1 人当たりの公園面積が比較的大きい区です。公園を

様々な形でライフスタイルに取り入れることで、子育て支援や健康づくり、コミュニ

ティづくりなど、区民の暮らしがより豊かになることが期待されます。区民アンケー

トでも、公園でやってみたいこととして、様々な期待が寄せられました。 

そこで、都市公園法の改正により創設された制度なども活用しながら、区民や事業

者との連携を加速させ、区民の様々な期待に応え、ライフスタイルを豊かにする公園

づくりを進めていきます。 

 

② 展開する主な事業 

 公園等管理運営官⺠連携事業 

 魅力ある公園づくりに向けて、事業者との連携を進めます。事業者との連携に

より、バーベキュー、キャンプなど区民ニーズの高い施設整備を実現するとと

もに、その収益施設から生ずる収益の一部を公園の整備に還元する仕組みなど

をつくっていきます。また、マルシェ、フリーマーケットなど、区民が公園で

やってみたいことができるようなルールづくり等を進めていきます。 

 

 公園改修・児童遊園改修事業 
 改修に当たっては、公園の地域特性や利用者ニーズに即した整備を進めていき

ます。規模が小さく、十分活用されていない児童遊園等については、公園・緑

地の整備方針に基づき、機能の再編を検討していきます。 

 

 

事業実施スケジュール 

事業名 令和 2～６年度 令和７～11 年度 担当部署 

公園等管理運営官民連

携事業 

  
土木部河川公園課 

公園改修・児童遊園改修

事業（改修・機能再編） 

  
土木部河川公園課 

 

  

対象公園・ 
⺠活⼿法検討 

検討・改修 

連携事業 
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（４）安全・安心なまちづくりプロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

近年、各地で頻発する災害や首都直下地震への懸念を背景として、防災への意識が

高まっています。区民アンケートの結果からも、緑化を進める上で必要な取組として、

「災害に強いまちづくり」や「安全に暮らせるまちづくり」を求める声が多く上げら

れました。 

区ではこれまでも、防災に資するみどりの充実を進めてきましたが、引き続き、み

どりの持つ防災機能を高める取組を進めていきます。 

 

② 展開する主な事業 

 みどりのまちなみづくり事業 

 震災時のブロック塀の倒壊による被害を軽減し、避難路の安全を確保するため、

接道部の緑化を推進していきます。既存の緑化助成制度について、より使いや

すいように制度を見直していきます。 

 

 街路樹等／河川／公園維持管理事業 
 街路樹や水辺・潮風の散歩道、公園等の樹木の健全度調査を行い、その結果を

踏まえた適切な維持管理を進めていきます。 

 

 公園改修事業 
 身近な公園は、災害時の一時集合場所や活動拠点としての役割を発揮できるよ

う、防火水槽、かまどベンチ、マンホールトイレの整備等により、防災機能の

強化を進めていきます。 

 

 

事業実施スケジュール 

事業名 令和 2～６年度 令和７～11 年度 担当部署 

みどりのまちなみづ

くり事業 

  
土木部管理課 

街路樹等／河川／公

園維持管理事業 

  
土木部施設保全課 

公園改修事業 

（防災機能強化） 

  
土木部河川公園課 

 

  

制度検討 

調査 

制度改正・運用 

運用 

推進 
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（５）みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）魅⼒発信プロジェクト 

① プロジェクトの狙い 

本計画のテーマとして掲げた「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」

に向けて、区民・事業者が積極的にみどりを守り育てる活動に関わることが望まれま

す。一方で、ＣＩＧに対する区民の認知度は約１割程度と低く、みどりに関する活動

にみんなで取り組む機運を高めていく必要があります。また、みどりの活動に興味が

あるものの、必要な情報が得られないといった声も上げられています。 

そこで、本区のみどりの魅力やみどりの活動に参加するきっかけとなるような情報

について、ホームページや SNS、区役所のこうとう情報ステーションやイベントな

ど、様々なメディアや機会を通して、広く情報発信していきます。 

 

② 展開する主な事業 

 CITY IN THE GREEN ⺠間緑化推進事業（江東区みどり総合ポータルサイト） 

 イラスト等を多く用いながら江東区のみどりについて学べる「みどりの学び

場」、SNS を活用したみどりの活動やイベントの紹介等を行う「交流の場」、み

どりの魅力発見マップや優れた緑化事例を掲載する「情報発信の場」、指定寄

附金やスポンサー等を募集する「支援の場」として、（仮称）江東区みどり総合

ポータルサイトを開設し、江東区の魅力を積極的に情報発信していきます。 

 

 

事業実施スケジュール 

事業名 令和 2～６年度 令和７～11 年度 担当部署 

CITY IN THE GREEN 

民間緑化推進事業 

（江東区みどり総合ポー
タルサイト） 

  

土木部管理課 

 

  

仕組みの検討 実施 
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第６章 地区別取組方針 
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第６章 地区別取組方針 

１ 地区別取組方針の位置付け 
地区別の取組方針は、区全体の将来像を実現するために、各地区が果たすべき役割を

示しています。当初計画における「地区別にみる取組方針」及び都市計画マスタープラ

ンにおける「地区のまちづくりの目標」を踏まえて、各地区の目標を定めます。目標は、

みどりを活かして区民の生活を豊かにする視点を重視するものとします。 

 

 

  

本計画における地区区分 

●深川北部地区  
下町風情が残るみどりと新たな
芸術・文化が息づくまち 

●深川南部地区  
伝統と未来が織り成
すみどり豊かなまち 

●城東北部地区  
水辺のスポーツが身近に
楽しめる魅⼒あるまち 

●城東南部地区  
くらしにみどりが溶け込むふ
れあいと活気のあるまち 

●南部地区  
みどりをみんなで育む
環境にやさしいまち 

●湾岸地区  
東京湾を望む壮大なみ
どりに囲まれたまち 



89 

２ 地区の概況 

地区 概   況 

深
川
北
部
地
区 

人口は 82,507 人、人口密度は 222.0 人/ha です。 
河川によって地区の境界が区切られ、地区内に河川が縦横に流れています。 
江⼾初期からの伝統文化を受け継ぐ数多くの社寺境内や価値の⾼い橋など歴史的資源

を有しています。 
都⽴猿江恩賜公園や都⽴⽊場公園はかつての貯⽊場跡地に整備された公園で、みどり

がまとまって存在しています。 
緑被率、緑視率ともに６地区中で最も低くなっています。 

深
川
南
部
地
区 

人口は 72,694 人、人口密度は 176.6 人/ha です。 
河川・運河によって地区の境界が区切られ、地区内に河川・運河が縦横に流れていま

す。 
都⽴⽊場公園と河川を利⽤した親水公園を中⼼にみどりがまとまって存在しています。 
富岡⼋幡宮及び深川不動堂が位置する深川界隈は江⼾町人文化の中⼼地として栄

え、現在も当時の面影を残しています。 
緑被率は区全体と⽐べて低く、緑視率は区平均値と⽐べて低くなっています。 

城
東
北
部
地
区 

人口は 123,803 人、人口密度は 257.4 人/ha です。 
河川によって墨⽥区、江⼾川区、地区の境界が区切られ、中央を東⻄に竪川が流れて

います。 
⻲⼾天神社を中⼼に社寺が集積しています。 
都⽴⻲⼾中央公園、都⽴大島・⼩松川公園や旧中川水辺公園を中⼼に、みどりがまと

まって存在しています。 
緑被率は区全体と⽐べて低く、緑視率は区平均値と⽐べて低くなっています。 

城
東
南
部
地
区 

人口は 114,908 人、人口密度は 236.4 人/ha です。 
河川によって地区の境界が区切られています。  
明治後期から大規模⼯場が数多く⽴地し、昭和 40 年代以降、公的住宅団地へと変わ

りました。近年では⼯場や倉庫等がマンションへ⼟地利⽤転換されています。 
仙台堀川公園にみどりがまとまって存在しています。 
緑被率は区全体と⽐べて低く、緑視率は区平均値と⽐べて低くなっています。 

南
部
地
区 

人口は 118,580 人、人口密度は 105.0 人/ha です。 
東京湾に面し、地区内には運河が縦横に流れています。 
⼯場や倉庫等が多く⽴地していましたが、⼟地利⽤転換に伴う再開発により、公園・緑

地や街路樹を確保し、みどりに囲まれた街区が整備され、超⾼層住宅が⽴地しています。 
東京 2020 大会の競技会場が集積しています。 
緑被率は区全体と⽐べて⾼く、緑視率は区平均値と⽐べて⾼くなっています。 

湾
岸
地
区 

人口は 5,987 人、人口密度は 5.3 人/ha です。 
東京湾、荒川に面し、地区内を運河が流れています。 
ごみの最終処分場を整備した都⽴夢の島公園、都⽴海の森公園、東京湾に面した都

⽴若洲海浜公園などの公園があります。 
東京 2020 大会の競技会場が集積しています。 

緑被率は、区全体と⽐べて⾼く、６地区中で最も⾼くなっており、緑視率は、区平均値と⽐
べて⾼くなっています。 

注）人口は平成 31 年 1 月 1 日現在の人数 
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３ 深川北部地区 
 
 
 

• 隅田川、小名木川、大横川、仙台堀川といった水辺沿いの緑化を進めるとともに、水

辺の散歩道の整備を進め、水辺を活かしたみどりのネットワーク化を推進していきま

す。  

• 橋台敷を活用した憩いの空間を充実していきます。 

• 事業者等と連携し、隅田川などの河川区域の活用を促進し、水辺を活かしたにぎわい

づくりを進めていきます。 

• エコロジカルネットワークの充実に向けて、貴重なみどりの拠点となる都立木場公

園、都立猿江恩賜公園、都立清澄庭園では、樹木の良好な生長と生物多様性に配慮し

た維持管理を進めていきます。 

• 公園・緑地の整備や維持管理に加えて、ポケットエコスペースの適切な維持管理や生

物多様性に配慮した緑化指導を行うことで、エコロジカルネットワークの形成を進め

ていきます。 

• 都立清澄庭園や集積する社寺を活かし、歴史あるみどりと一体となった市街地の緑化

を進めるとともに、地域のランドマークとなる樹木や樹林は保護樹木や保護樹林とし

て保全し、後世に継承していきます。 

• 深川萬年橋景観重点地区内、福富川公園などは、水運都市として発展した面影を残す

橋梁などと一体となった景観づくりを進め、地区の愛着や誇りの醸成の場として活用

します。 

• 高橋夜店通りや深川江戸資料館前通り、清澄通り、四ツ目通りなどでは、歩道幅員に

見合った樹冠を考慮しつつ、空間スケールに応じた地域の特色ある街路樹を充実して

いきます。 

 
 
 
 
 
 

  

１ みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

都⽴猿江恩賜公園 水辺の散歩道（⼩名⽊川） 
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• 公園や道路、水辺の散歩道の植栽帯等を活用したコミュニティガーデンの活動を推進

し、みどりによるコミュニティづくりを推進していきます。 

• 区民に親しまれている都立木場公園や都立猿江恩賜公園は、区民・事業者等と連携

し、マルシェやイベントの開催等により、地域コミュニティづくりの場として活用し

ていきます。 

• 隅田川テラスや都立木場公園、都立猿江恩賜公園、横十間川親水公園などでは緑陰確

保を進め、ウォーキングやランニング等による健康づくりを推進していきます。 

 

 

 

 

• 避難場所に位置付けられている都立木場公園、都立猿江恩賜公園、都立清澄庭園で

は、災害時を見据えた防災備蓄を進めるとともに、普段から防災訓練や防災をテーマ

としたイベントの場として活用することで、防災意識の啓発を進めていきます。 

• 隅田川、小名木川、大横川、横十間川を災害時の移動や物資の輸送路として活用して

いきます。 

• 都立木場公園、都立猿江恩賜公園、都立清澄庭園などでは、樹木の適切な維持管理を

行い、豊かな緑陰を確保することで、クールスポットの形成を目指していきます。 

• 小名木川や大横川、横十間川等の河川の緑化、三ツ目通りや四ツ目通り等の海からの

冷気を運ぶ南北方向の道路における緑化、沿道の民有地における屋上緑化や壁面緑化

等による緑化を推進し、風の道の形成を進めていきます。 

 

 

 

 

• 比較的建物が密集していることから、ベランダ緑化や壁面緑化、接道部緑化等による

区民や事業者によるみどりの創出を支援していきます。 

• ポケットエコスペース等を活用し、小学校と連携した環境教育を進め、みどりに関す

る地域や関心の向上を促していきます。 

• 区内の代表的なまつりやイベントを開催している都立木場公園では、CIG を推進する

みどりをテーマとしたイベントやシンポジウムの場として活用していきます。 

  

２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

４ みどりをみんなで守り育て伝えます 
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森下駅 

隅田川 
かわてらす事業などによる
水辺を活かしたにぎわい
づくりを進めていきます。 

都⽴清澄庭園 
大名庭園としての歴史あるみどりを
保全するとともに、周辺の市街地の
緑化を進め、歴史を感じられるみど
りのまちなみづくりを進めていきます。 

大横川 
桜並⽊や水辺と一体となった沿川の
緑化を進め、水辺を活かしたみどりの
ネットワークを形成していきます。 

清澄通り 
歩道幅員等の空間スケールに応じた 
特⾊ある街路樹を充実させていきます。 

萬年橋 
周辺との一体的な空間整備を
進め、水運が盛んだった頃の 
面影を感じられるまちなみづくりを
進めていきます。 

四ツ目通り 
歩道幅員等の空間スケールに応じた 
特⾊ある街路樹を充実させていきます。 

都⽴猿江恩賜公園 
まとまりのある緑地を保全するとともに、 
区⺠・事業者と連携したイベントなどに 
よるにぎわいづくりを進めていきます。 

小名木川 
水辺の緑化を進めるとともに、快適な散
策路を整備し、水辺を活かした 
みどりのネットワークを形成していきます。 

横十間川親⽔公園 
貴重なみどりの空間を保全するとともに、 
ウォーキングやランニング、自然観察などの 
活動の場としての環境づくりを進めていきます。 

都⽴木場公園 
まとまりのある緑地を保全するとともに、
区⺠まつりや大型イベントなどを実施し、
にぎわいづくりや CIG の普及啓発を進め
ていきます。 

福富川公園 
かつての堀割の面影や⽊場の文化を
伝える場、水とのふれあいの場として保
全し、地区の愛着や誇りの醸成の場と
して活かしていきます。 

深川北部地区における取組方針図 
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４ 深川南部地区 
 
 
 

• 富岡八幡宮や深川不動堂を中心とする門前仲町と区役所周辺を結ぶ大横川や横十間川

親水公園、永代通りをはじめとする幹線道路のみどりを充実させることでみどりの

ネットワーク化を推進していきます。 

• 事業者等と連携し、隅田川などの河川区域の活用を促進し、水辺を活かしたにぎわい

づくりを進めていきます。 

• 緑化の先導役として、区役所や教育センター周辺等の公共施設が集積する地区の積極

的な緑化を進めていきます。特に、江東区役所の庁舎を建て替える際には、地域の手

本となるような質の高い緑化を行うとともに、生物多様性にも配慮していきます。 

• 公園・緑地の整備や維持管理に加えて、ポケットエコスペースの適切な維持管理、生

物多様性に配慮した緑化指導を行うことで、エコロジカルネットワークの形成を進め

ていきます。 

• 富岡八幡宮や深川不動堂など寺社や史跡が集積する門前仲町周辺では、社寺林などの

歴史的なみどりを保全するとともに、一体的な市街地の緑化を進めることで、歴史を

感じられるまちなみを形成していきます。 

• 深川門前仲町景観重点地区内周辺では、一体的な市街地の緑化を進め、江戸文化の面

影を残す景観づくりを進めていきます。 

• 越中島通りのケヤキ並木など、特色ある街路樹景観が形成されている道路では、状況

にあわせた適切な維持管理を進めていきます。 
 

 
 
 
 
 

  

１ みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

越中島通りのケヤキ並⽊ 古石場川親水公園 
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• 堀割の面影を残す古石場川親水公園、横十間川親水公園、江戸の木場の風景を感じら

れる木場親水公園など各公園の特色を活かした公園整備を進めていきます。 

• ポケットエコスペースや田んぼの学校等がある横十間川親水公園では、適切な維持管

理や運営支援を行う等快適な利用環境を整備していきます。 

• 大横川や隅田川の河川と桜を活かした「お江戸深川さくらまつり」などによるにぎわ

いづくりを進めていきます。 

• 区民に親しまれている都立木場公園では、区民・事業者等と連携し、マルシェやイベ

ント等の開催により、地域コミュニティづくりの場として活用していきます。 

• 隅田川テラスや越中島公園、横十間川親水公園などでは、水辺に沿った散策路等を活

かしたウォーキングやランニング等による健康づくりを推進していきます。 

 

 

 

• 避難場所に位置付けられている都立木場公園では、災害時を見据えた防災備蓄を進め

るとともに、普段から防災訓練や防災をテーマとしたイベントの場として活用するこ

とで、防災意識の啓発を進めていきます。 

• 隅田川や大横川を災害時の移動や物資の輸送路として活用するとともに、防災意識向

上に向けて、防災船着場を活用した防災訓練等を実施していきます。 

• 都立木場公園では樹木の適切な維持管理等により豊かな緑陰を確保することで、クー

ルスポットを形成していきます。 

• 大横川や平久川等の河川の緑化、三ツ目通りや四ツ目通り等の海からの冷気を運ぶ南

北方向の道路における緑化、沿道の民有地における屋上緑化や壁面緑化等による緑化

を推進し、風の道の形成を進めていきます。 
 

 

 

• 比較的建物が密集していることから、ベランダ緑化や壁面緑化、接道部緑化等による

区民や事業者によるみどりの創出を支援していきます。 

• 越中島住宅などの集合住宅においては、みどりを活かしたコミュニティづくりを進め

ていきます。 

• 小学校や区民、事業者と連携し、ポケットエコスペースや事業者のビオトープ等を活

用した環境教育を進め、みどりに関する知識や関心の向上を図っていきます。 

• 都立木場公園では、樹木の良好な生長のための講習会や維持管理イベントなどの開催

を区民とともに進め、区民の文化交流や自然とのふれあい環境学習の場としての活

用・充実を図っていきます。 

• 区内の代表的なまつりやイベントを開催している都立木場公園では、CIG を推進する

みどりをテーマとしたイベントやシンポジウムの場として活用していきます。 

２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

４ みどりをみんなで守り育て伝えます 
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深川南部地区における取組方針図 隅田川沿川 
かわてらす事業者などによる、
水辺を活かしたにぎわいづくりを
進めていきます。 

四
ツ
目
通
り 

木場駅 

古石場川親⽔公園 
水辺と一体となった緑化によ
り、堀割の面影を残した空
間づくりを進めていきます。 富岡⼋幡宮・深川不動堂及び⾨前仲町周辺 

社寺林などの歴史的な緑地を保全するとともに、
周辺の市街地との一体的なみどりのあるまちなみ
を形成していきます。 

都⽴木場公園 
まとまりのある緑地を保全するとともに、
区⺠まつりや大型イベントなどに活⽤し、
にぎわいづくりや CIG の普及啓発を進め
ていきます。 

横十間川親⽔公園 
貴重なみどりの空間を保全するとともに、 
ウォーキングやランニング、自然観察などの活動
の場としての環境づくりを進めていきます。 

田んぼの学校 
貴重な農体験の場として、快
適な利⽤環境を整備するとと
もに、ボランティア団体等によ
る運営を支援していきます。 

越中島公園 
隅⽥川テラスと一体となった
緑地の適切な維持管理や
開放的な水辺景観を確保
するとともに、ウォーキングやラ
ンニング等による健康づくりを
推進していきます。 

越中島通り 
ケヤキ並⽊を活かした街路樹
景観を形成していきます。 

越中島住宅 
災害時の避難場所として
の活⽤やみどりのコミュニティ
づくりを進めていきます。 

大横川 
事業者などによる、水辺を活
かしたにぎわいづくりを進めて
いきます。 

事業者によるビオトープ・庭園 
地区内の貴重なみどりとして、事業者に保全
を働きかけるとともに、区⺠・事業者との連携
による環境教育などを実施していきます。 

木場親⽔公園 
江⼾の⽊場の風景を感じられ公
園として、緑地や水辺の適切な
維持管理を進めていきます。 

ギャザリア・ビオガーデン 
⼩学校や区⺠、事業者と連携
し、ビオトープを活⽤した環境
教育を進めていきます。 

江東区役所 
緑地の適切な維持管理を進める
とともに、庁舎建替えの際には、 
生物多様性にも配慮した質の⾼
い緑化を⾏っていきます。 

汐浜運河 
水辺と一体となった緑化を進めるととも
に、潮風の散歩道を活かした健康づくり
を進めていきます。 
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５ 城東北部地区 
 
 
 

• 竪川河川敷公園をはじめ、小名木川、横十間川、北十間川、旧中川などの水辺空間に

沿った水辺の散歩道等の整備や水辺と一体となった緑化を進め、みどりのネットワー

クを形成していきます。 

• 亀戸景観重点地区内やその周辺では、社寺林などの歴史的な緑地を保全するととも

に、周辺の市街地における民有地の緑化を進めることで、下町らしいたたずまいとみ

どりのあるまちなみを形成していきます。 

• 区北部の都市核である亀戸駅周辺では、事業者による開発や駅前広場の再整備を契機

とした緑地の整備、建築物の緑化を進めることで、区の顔にふさわしいにぎわいのあ

る都市空間を形成していきます。 
• 江⼾時代の中川船番所の跡地においては、事業者等と連携して、旧中川や⼩名⽊川、水辺

のにぎわい拠点である旧中川・川の駅を活かしたにぎわいづくりを進めていきます。 
• 豊かな緑地やオープンスペースのある大島四丁目団地や大島六丁目団地などの大規模

集合住宅や大規模マンションでは、今後の建て替え等機能の更新の際に、現在の緑地

に関する機能を維持・充実していくよう事業者と協議・調整し、地区の貴重な緑地の

保全に努めていきます。 

• 地区のエコロジカルネットワークの充実に向けて、貴重なみどりの拠点となる都立亀

戸中央公園や都立大島・小松川公園等では、樹木の良好な生長と生物多様性に配慮し

た維持管理を進めるとともに、隣接する亀戸九丁目公園や旧中川水辺公園などにおい

ても緑地の適切な維持管理を進めていきます。 

• 地区内の多くの小学校にあるポケットエコスペースの適切な維持管理により生息環境

を保全することで、河川や大規模公園に加えて地区内の生物の生息環境を充実してい

きます。 

• 明治通りや丸八通り等の幹線道路では、各路線の状況にあわせた適切な街路樹の維持

管理を進めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

旧中川 竪川河川敷公園 
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• 大島九丁目公園では、地域特性や地域のニーズを踏まえて区民とともに公園づくりを

進めていきます。 

• 都立亀戸中央公園や都立大島・小松川公園では、区民・事業者等と連携し、マルシェ

やイベント等の開催により、地域コミュニティづくりの場として活用していきます。 

• 公園や道路、水辺の散歩道の植栽帯等を活用したコミュニティガーデンの活動を推進

し、みどりによるコミュニティづくりを推進していきます。 

• 地区を流れる河川沿いや歴史資源を活かし、ウォーキングやランニングなどによる健

康づくりを進めていきます。 

 

 

• 避難場所に位置付けられている都立亀戸中央公園や亀戸・大島・小松川地区では、災

害時を見据えた防災備蓄を進めるとともに、普段から防災訓練や防災をテーマとした

イベントの場として活用することで、防災意識の啓発を進めていきます。 

• 避難場所に位置付けられている亀戸二丁目団地、大島四丁目団地、大島六丁目団地の

オープンスペースは、今後の建て替え等機能の更新の際に事業者と協議・調整し、地

区の防災性を高める空地の確保に努めていきます。 

• 小名木川や横十間川、北十間川、旧中川を災害時の移動や物資の輸送路として活用す

るとともに、防災意識向上に向けて、防災船着場を活用した防災訓練等を実施してい

きます。 

• 都立亀戸中央公園や都立大島・小松川公園では樹木の適切な維持管理を行い、豊かな

緑陰を確保することで、クールスポットの形成を目指していきます。 

• 小名木川や横十間川、北十間川、旧中川の河川の緑化、明治通り等の海辺からの冷気

を運ぶ南北方向の道路における緑化、沿道の民有地にける屋上緑化や壁面緑化等によ

る緑化を推進し、風の道の形成を進めていきます。 

 

 

• 比較的建物が密集していることから、ベランダ緑化や壁面緑化、接道部緑化等による

区民や事業者によるみどりの創出を支援していきます。 

• 亀戸二丁目団地、大島四丁目団地、大島六丁目団地などの集合住宅においては、住民

との協働による適切な維持管理を行うとともに、みどりやオープンスペースを活かし

たコミュニティづくりを進めていきます。 

• 学校内に整備されたポケットエコスペースを環境教育に活用し、こどもたちのみどり

に関する知識や関心を促していきます。 

２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

４ みどりをみんなで守り育て伝えます 
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城東北部地区における取組方針図 

⻲⼾駅 

横
十
間
川 

蔵前橋通り 

⻄大島駅 

都⽴⻲⼾中央公園 
まとまりのある貴重なみどりとして適切な維持管理を進めるとともに、
旧中川との一体的な活⽤によるにぎわいづくりを進めます。また、東
京都と連携して地域特性や地域のニーズを踏まえた公園の拡張整
備を進めていきます。 

大島九丁目公園 
地域特性や地域のニーズを踏まえ、
早期の整備を進めていきます。 

⻲⼾駅周辺 
開発等を契機とした緑化により、区北部
の都市核としてふさわしい、にぎわいのある
都市空間を形成していきます。 

⻲⼾天神社等寺社集積地 
社寺林などの歴史的な緑地を保全する
とともに、周辺の市街地との一体的な 
みどりのあるまちなみを形成していきます。 

北十間川 
水辺の散歩道の整備や水
辺と一体となった緑化を進め
ていきます。 

旧中川⽔辺公園 
区⺠が主体となったアジサイ等花の育成活動やイベントにより、花
を通した水辺のにぎわいづくりやコミュニティづくりを進めていきます。 

竪川河川敷公園 
地区の中央を走るみどりのみちとして、
適切な維持管理を進めるとともに、区
⺠の広場としてスポーツやレクリエーショ
ンによるにぎわいづくりを進めていきます。 

小名木川 
かつての塩の道としての歴史を踏まえつつ、
みどりの適切な維持管理を進め、水辺を 
活かしたみどりのネットワークを保全していき
ます。 

⻲⼾緑道公園・大島緑道公園 
桜をはじめとした樹⽊の適切な維
持管理を進め、緑豊かな景観を
形成していきます。 

大島六丁目団地 
住⺠や事業者と連携して、まとまり
のある緑地を保全していきます。 大島四丁目団地 

住⺠や事業者と連携して、まとまりの
ある緑地を保全していきます。 

都⽴大島・小松川公園 
まとまりのある貴重なみどりとして 
適切な維持管理を進めるとともに、
レクリエーションによるにぎわいづくりを
進めていきます。 

旧中川・川の駅 
江⼾時代の中川船番所の跡地に 
おいて、事業者等と連携して、水辺
を活かしたにぎわいづくりを進めていき
ます。 

竪川 

⻲⼾二丁目団地 
住⺠や事業者と連携して、ま
とまりのある緑地を保全してい
きます。 
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６ 城東南部地区 
 
 
 

• 仙台堀川公園や横十間川親水公園では、水辺と一体となった緑地の適切な維持管理を

進めることで、地区内のみどりの拠点としてふさわしい空間を整備していきます。 

• 小名木川周辺では、水辺と一体となった緑化や水辺のレクリエーション活用により、

水辺を活かしたにぎわいづくりを進めるとともに、適切な維持管理により緑陰を確保

し、みどりのネットワークを形成していきます。 

• 荒川・砂町水辺公園では、貴重なオープンスペースとして保全するとともに、水辺の

レクリエーション活用を図り、美しい景観、豊かな自然環境を備えた水辺空間を形成

していきます。 

• 仙台堀川公園や横十間川親水公園、荒川・砂町水辺公園などでは、生物多様性に配慮

した水辺と一体的な緑化を進め、貴重な生物の生息環境を保全していきます。 

• 公園・緑地の整備や維持管理に加えて、ポケットエコスペースの適切な維持管理、生

物多様性に配慮した緑化指導を行うことでエコロジカルネットワークの形成を進めて

いきます。 

• 豊かな緑地が整備された集合住宅や大規模マンションでは、今後の建て替え等機能の

更新の際に、現在の緑地に関する機能を維持・充実していくよう事業者と協議・調整

し、地区の貴重な緑地の保全に努めていきます。 

• 仙台堀川公園内の旧大石家住宅や富賀岡八幡宮の社寺林などの歴史資源を保全すると

ともに、周辺と調和した歴史を感じられるみどり豊かなまちなみを形成していきま

す。 

 
 
 
 
 
 

  

１ みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

横十間川親水公園 

⼩名⽊川 

【出典】一般社団法人江東区観光協会 
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• 貴重な農体験の場である城東区民農園では、利用者のニーズに即した適切な維持管理

を行い、快適に利用できる環境整備を進めていきます。 

• 仙台堀川公園や荒川・砂町水辺公園などでは、みどりの拠点として区民のスポーツ・

レクリエーションや自然観察、区民の憩いの場としての環境づくりを進めていきま

す。 

 

 

• 北砂三・四・五丁目地区においては、公園や広場の新設や既存の公園の拡幅等による

オープンスペースを確保していきます。 

• 避難場所に位置付けられている北砂五丁目団地や南砂二丁目住宅のオープンスペース

は、今後の建替え等機能の更新の際にも事業者と協議・調整し、地区の防災性を高め

る空地の確保に努めていきます。 

• 木造住宅密集地域では、災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀に替えて接道部緑化

を推奨するなどにより、安全な避難に寄与するみどりを充実していきます。 

• 小名木川や荒川を災害時の移動や物資の輸送路として活用していきます。 

• 仙台堀川公園や横十間川親水公園については、水辺の環境保全や樹木の適切な維持管

理を行い、水辺と一体となった豊かな緑陰を確保することで、クールスポットの形成

を目指していきます。 

• 仙台堀川公園、横十間川親水公園、荒川・砂町水辺公園などの水辺の活用、明治通り

等の海からの冷気を運ぶ南北方向の道路における緑化、また、沿道の屋上緑化や壁面

緑化等による緑化を推進し、風の道の形成を進めていきます。 

 

 

• 比較的建物が密集していることから、ベランダ緑化や壁面緑化、接道部緑化等による

区民や事業者によるみどりの創出を支援していきます。 

• 小学校と連携して、ポケットエコスペースを活かした環境教育を進め、こどもたちの

みどりに関する知識や関心を促していきます。 

• 北砂五丁目団地や南砂二丁目住宅では、住民による適切な維持管理を行うとともに、

みどりやオープンスペースを活かしたコミュニティづくりを進めていきます。 

 

２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

４ みどりをみんなで守り育て伝えます 
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城東南部地区における取組方針図 

仙
台
堀
川 

北砂五丁目団地 
住⺠や事業者と連携して、 
まとまりのある緑地を保全して 
いきます。 

城東区⺠農園 
貴重な農体験の場として、 
快適な利⽤環境を整備して 
いきます。 

仙台堀川公園 
旧河川であった特性を活かした多様な
緑地を保全するとともに、ウォーキング・
ランニング等や自然観察などの多様な
活動の場としての環境づくりを進めてい
きます。 

小名木川 

かつて塩の道としての歴史を踏まえつ
つ、みどりの適切な維持管理を進め、
水辺を活かしたみどりのネットワークを
保全していきます。 

南砂二丁目住宅 

住⺠や事業者が連携して、 
まとまりのある緑地を保全して 
いきます。 

荒川・砂町⽔辺公園 
荒川と一体となったみどりの動脈の形成
を担うとともに、水辺に沿ったウォーキング
やランニング等を快適に⾏える健康づくり
を推進していきます。 

富賀岡⼋幡宮 

歴史ある豊かな社寺林の保全を進めると
ともに、周辺との一体的なまちなみを形
成していきます。 

旧大石家住宅 

仙台堀川公園内にある歴史資源として
保全するとともに、周辺の緑地と一体と 
なった空間を形成していきます。 

北砂三・四・五丁目地区 

建築物の更新やまちづくりを契機と
したオープンスペースを確保していき
ます。 

南砂緑道公園 
桜をはじめとした樹⽊の適切な
維持管理を進め、緑豊かな景
観を形成していきます。 

横
十
間
川 

横十間川親⽔公園 
貴重なみどりの空間を保全するとと
もに、ウォーキングやランニング、自
然観察などの活動の場としての環
境づくりを進めていきます。 
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７ 南部地区 
 
 
 

• 豊富な水辺を活かし、都立有明親水海浜公園や豊洲ぐるり公園、東雲運河や豊洲運河

沿いの潮風の散歩道などでは、水辺と一体となった緑化を進め運河を活かしたみどり

のネットワーク化を推進していきます。 

• 豊洲二・三丁目や東雲周辺など、土地利用転換や再開発により創出された公園・道路

のみどりや宅地内のみどりを維持・向上させるとともに、現在の豊かな緑被空間を維

持するために、今後の都市開発の際にも緑化を積極的に推進していきます。 

• 公園・緑地の整備や維持管理に加えて、ポケットエコスペースの適切な維持管理や生

物多様性に配慮した緑化指導を行うことでエコロジカルネットワークの形成を進めて

いきます。 

• 地区のシンボルとなるセンタープロムナードの緑化や樹木の適切な維持管理を進める

とともに、東京 2020 大会会場周辺をみどりで彩ることで、おもてなしのみどり空

間を形成していきます。 

• 多くの東京 2020 大会会場がある有明周辺などでは、そのレガシーを活かした良質

なみどりによる快適な空間の形成を図るとともに、積極的な競技会場の活用などによ

る交流やにぎわいを創出していきます。 

 
 
 
 
 
 

  

１ みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

有明⼩学校・中学校の壁面緑化 豊洲ぐるり公園 
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• 地区を流れる運河沿いに整備された潮風の散歩道や豊洲ぐるり公園、都立辰巳の森緑

道公園などを活かし、ウォーキングやランニングなどによる健康づくりを進めていき

ます。 

• 辰巳区民農園の適切な維持管理や都会の農園などの事業者等との連携による農体験の

場づくりを促進することで、農体験の機会を充実させていきます。 

• 区内でも新しく住み始めた人たちが多い地区であることから、コミュニティガーデン

活動や豊洲公園、都立春海橋公園などを活かした区民が主体となったイベント実施な

どの機会の充実を図り、昔から住んでいる人たちとの交流やコミュニティづくりの場

を充実させていきます。 

• 大規模な都立辰巳の森海浜公園や駅に近接した都立辰巳の森緑道公園などを活かし

た、区民・事業者との協働によるイベントの実施など、より柔軟で積極的な公園・緑

地の活用による交流やにぎわいづくりを推進していきます。 

• 地域が主体となった運河ルネサンスの取組など、まちづくりと一体となった運河を活

かしたにぎわいづくりを推進していきます。 

 

 

• 国営東京臨海広域防災公園・都立東京臨海広域防災公園や都立辰巳の森海浜公園な

ど、職場で働く人や商業施設・文化施設などへの来訪者の安全確保に加え、防災拠点

としての備えがあり、普段から防災意識の普及啓発などの場としての活用を推進して

いきます。 

• 河川や運河などに囲まれた特徴を活かし、公園・緑地や主要な歩道における緑陰の確

保や南北方向を中心とした道路植栽の充実による風の道の形成などにより、快適な市

街地の形成を推進していきます。 

 

 

• 土地利用転換や再開発などによって確保された公園・道路のみどり、宅地内のみどり

を大切にし、地区に関わる人々みんなが協力し合ってさらに豊かなみどりへと育てて

いきます。 

• えこっくる江東や学校内に整備されたポケットエコスペースを環境教育に活用し、こ

どもたちのみどりに関する知識や関心を高めていきます。 

• 小学校や区民・事業者と連携し、民間企業のビオトープ等を活用した環境教育を進

め、みどりに関する知識や関心の向上を図っていきます。 

 

２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

４ みどりをみんなで守り育て伝えます 
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えこっくる江東 
農体験や環境学習の機会づくり
を積極的に進めていきます。 

豊洲二・三丁目地内 

開放的な公開空地と公共空
間が一体となった良質な都市
空間を形成していきます。 

豊洲公園・都⽴春海橋公園 
コミュニティガーデン活動との連携や地
域住⺠や事業者が企画する公園の
イベント開催等を通して、地域のコ
ミュニティづくりを支援していきます。 

都⽴有明親⽔海浜公園 
水辺に親しめる空間づくりを進
め、運河と一体となったみどりの
整備を進めていきます。 

都会の農園バーベキュー広場 
事業者とも連携しながら、農体験の
場の充実や学校教育と連携した環
境学習を進めていきます。 シンボルプロムナード公園 

地区のシンボルとなる空間として、街区内に
おける良質な緑化や樹⽊の適切な維持管
理を推進し、おもてなしのみどり空間を形成
していきます。 

南部地区における取組方針図 

有明周辺 
東京 2020 大会会場と一体となった良質な緑
化を推進し、おもてなし空間を形成するととも
に、競技会場などのレガシーを活かしたスポーツ
によるにぎわい・交流づくりを展開していきます。 

東雲周辺 
⺠間開発による公開空地と一体と
なった良好な都市空間を形成する
ため、街路樹の適切な維持管理
を推進していきます。 

都⽴⾠⺒の森緑道公園 
美しい桜並⽊やゆったりとした芝生広場などの適切な
維持管理を⾏い、地域住⺠が安らげる空間づくりを⾏
うとともに、駅からの近接性を活かした広場でのイベン
ト実施など交流やにぎわいづくりを進めていきます。 

都⽴⾠⺒の森海浜公園 
東京アクアティクスセンターやバー
ベキュー場を活かした、 
スポーツやレクリエーションによる
にぎわいづくりを進めていきます。 

⾠⺒区⺠農園 
貴重な農体験の場として、 
快適な利⽤環境を整備し 
ていきます。 

豊洲運河 

水辺と一体となった緑化を進めるとともに、潮風の
散歩道を活かした健康づくりを進めていきます。 

東雲運河 
水辺と一体となった緑化を進めると
ともに、潮風の散歩道を活かした
健康づくりを進めていきます。 

豊洲ぐるり公園 
事業者が企画するウォーキング・ 
ランニングイベントや事業者と連携し、
豊洲水彩まつりなど水辺を活かした 
にぎわいづくりを進めていきます。 
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８ 湾岸地区 
 
 
 

• 荒川・砂町水辺公園、都立夢の島公園、都立若洲海浜公園、若洲公園における樹木の

適切な維持管理を行うとともに、各公園を結ぶ東京港臨海道路などの道路の緑化を進

め、みどりのネットワークの形成を進めていきます。 

• 下水道局砂町水再生センターは、まとまった緑地が整備されており、水辺から飛来し

てくる生物にとって貴重な生育環境となっていることから、引き続き生物多様性に配

慮した緑地の充実を促していきます。 

• 都立夢の島公園、都立若洲海浜公園、若洲公園、都立海の森公園などの運河や水辺と

一体となった緑地の適切な維持管理を進め、貴重な生物の生息環境を保全していきま

す。 

• 物流施設や公共公益施設等の大規模施設のみどりを維持するとともに、今後、工場跡

地等の土地利用転換に際しても、接道部への緑化や生物多様性に配慮した緑化指導を

積極的に進めていきます。 

• 運河に囲まれた特性と都立夢の島公園、都立若洲海浜公園、若洲公園、都立海の森公

園などの大規模な公園を活かした水辺の開放的な景観を形成していきます。 

• 東京 2020 大会の競技会場である都立海の森公園を活かしたスポーツによる交流や

にぎわいを創出していきます。 

 
 
 
 
 
 

  

１ みどりを⽔彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

若洲公園 都立夢の島公園 
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• 都立夢の島公園、都立若洲海浜公園、若洲公園等は、区民や事業者によるマルシェや

イベントの実施など、柔軟で積極的な公園活用によるにぎわいづくりを進めていきま

す。 

• 都立夢の島公園や若洲公園は、区民の多様なレクリエーション活動を支える空間とし

て、民間活力の導入を視野に入れた更なる機能の充実を図っていきます。 

• 荒川・砂町水辺公園から都立新木場緑道公園、都立若洲海浜公園、若洲公園を結ぶ

散策路の整備やルート上の樹木の適切な維持管理による緑陰の確保などにより、水

辺に沿ったウォーキングやランニング等による健康づくりを推進していきます。 

• 貴重な農体験の場である夢の島区民農園では、利用者のニーズに即した適切な維持管

理を行い、快適に利用できる環境整備を進めていきます。 

 

 

• 災害時には、夢の島乗船場や新砂リバーステーションを災害救助や復旧支援活動の拠

点として活用していきます。 

• 都立夢の島公園、都立若洲海浜公園、若洲公園、都立海の森公園などの冷涼な風を受

ける大規模な公園は、樹木の適切な維持管理などにより、緑陰の確保を進めクールス

ポットの形成を進めていきます。 

 

 

• 新木場駅周辺では、良質なまちなみを形成するため、事業者と連携した植栽地の維持

管理を進めていきます。 

• 荒川・砂町水辺公園のポケットエコスペースや新砂干潟を活用した環境教育などによ

り、次世代を担う人材を育成していきます。 

 

２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

４ みどりをみんなで守り育て伝えます 
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湾岸地区における取組方針図 

荒川・砂町⽔辺公園 
荒川と一体となったみどりの動脈を形
成するとともに、水辺に沿ったウォー
キングやランニング等を快適に⾏える
健康づくりを推進していきます。 

都⽴夢の島公園、都⽴夢の島緑道公園 
貴重な生物の生息環境としてみどりを保全する
ととともに、スポーツ施設を活かした交流・にぎわ
いづくりを進めていきます。 

夢の島区⺠農園 
貴重な農体験の場として、快適
な利⽤環境を整備していきます。 

新砂干潟 
こどもたちを対象とした生き物の観
察会などを実施し、みどりに関する
知識や関⼼を⾼めていきます。 

下⽔道局砂町⽔再生センター 
水辺から飛来してくる生物にとって貴重な生育
環境として、緑地の充実を促していきます。 

新木場駅周辺 
駅前広場は、事業者と連携し
た植栽地の維持管理により、
良質な都市空間を形成してい
きます。 

都⽴若洲海浜公園 
みどりを活かしたレクリエーションやイベ
ントの実施等によるにぎわいづくりを
進めていきます。 

若洲公園 
⺠間活⼒の導⼊により、豊かな自然
を感じられる屋外スポーツやレジャーの
拠点づくりを進めていきます。 

都⽴新木場緑道公園 
荒川と一体となったみどりの動脈を形
成するとともに、水辺に沿ったウォーキ
ングやランニング等を快適に⾏える健
康づくりを推進していきます。 

都⽴海の森公園 
海から吹き抜ける「風の道」の大きな
拠点であるとともに、東京 2020 大
会競技会場としての良質な緑化によ
るおもてなし空間を形成し、スポーツ
によるにぎわい・交流づくりを進めてい
きます。 
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第７章 計画実現に向けて 
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第 7 章 計画実現に向けて 

１ 多様な主体の連携による推進 
本計画の実現に向けて、計画で示したみどりの考え方を区民・事業者・区で共有した

上で、多様な主体が連携した活動を進めていくことが重要です。 

これまでは、当初計画で示した各主体の役割分担に基づき、それぞれの立場からみど

りの活動を進めてきました。 

これからは、各主体が身近なみどりを自分のこととして捉え、維持管理や緑化など、

できることを行っていくとともに、多様な主体ができることをつなげていくことで、協

働によるみどりの活動を活性化させていきます。 

多様な主体の連携によりできる活動のイメージについて、基本方針別に以下に示しま

す。 

 
 

 

●活動のイメージ１ 地域の生物多様性向上 
・ 企業は整備したビオトープを活動場所として

提供し、NPO 等の活動団体等が生物多様性に

関するプログラムを実施するなど、区民が生

き物に触れられる機会を通じて、地域の生物

多様性の向上を図ります。区はポケットエコ

スペースを維持管理する活動を支援し、生き

物調査等の情報について発信します。 

 

 

 

●活動のイメージ２ 水辺のにぎわいづくり 
・ 豊洲地区では、地元町会や NPO 団体、大学、

区等により構成される協議会により、水辺を

活かしたにぎわいづくりが行われています。

協議会は地域が主体となったイベントの企

画・運営や水辺を活かした社会実験の実施な

どを行います。区はイベント等への後援や活

動の支援を行います。 

  

１ みどりを水彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします 

◇在来種の保全 

◇生きもの調査 

◇外来種の駆除 

◇環境教育 

ポケットエコスペースでの活動 

豊洲水彩まつり ポスター 
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●活動のイメージ１ 公園でのマルシェやイベントの実施  
・ 公園・緑地を舞台として、NPO 等の活動団体

や区民はイベントやマルシェ等の企画・運営

を行い、事業者等はそのイベント等に参加し、

協賛します。区はイベント等への後援や公園

の利活用に関して柔軟に対応します。 

 

 

 

●活動のイメージ２ 農体験の場の拡充 
・ 貸農園を運営する企業の空き区画、区の区民

農園、田んぼの学校などの場所を活用するこ

とで、農に関連する NPO 等の活動団体や農へ

の関心の強い区民による農体験イベント等の

企画・運営を行います。区は区民農園を提供す

るほか、活動に関する情報発信等を行います。 

 

 

 

 
 

●活動のイメージ１ 防災意識啓発イベント 
・ 公園や小中学校のグラウンドなどを活用し、

NPO 等の活動団体などの企画・運営により、

区民だけでなく、地域の事業者との合同によ

り防災意識啓発イベントが実施できます。区

は防災訓練を実施するとともに、活動の情報

発信を行っていきます。 

 

 

●活動のイメージ２ 風の道の形成 
・ 海辺から南北方向の河川・運河の沿川や幹線

道路沿道における街路樹の整備、区民や事業

者による接道部の緑化により、「風の道」の形

成を推進します。区は緑化助成による支援を

はじめ、地域での活動に関する情報発信や先

進事例に対して顕彰等を行います。 

 
 

２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

江東区⺠まつり 

地域防災訓練（砂町中学校） 

夢の島区⺠農園 

風の道（荒川） 
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●活動のイメージ１ 生き物調査 
・ 公園・緑地だけでなく、学校の敷地などを対象

として、大学や小中学校・NPO 等の活動団体

との連携による生き物調査、環境教育等を実

施します。区はみどりに関する調査を実施し、

活動に関する情報発信等を行います。 

 

 

 

 

●活動のイメージ２ 地域のみどりの創出  
・ 区民による自宅のベランダや接道部の緑化、

事業者による接道部の緑化などにより、一体

的な緑地の充実を図ります。区はみどりのコ

ミュニティづくり講座を実施するとともに、

緑化助成等による支援やその活動に関する情

報発信等を行っていきます。 

 
 

  

４ みどりをみんなで守り育て伝えます 

生き物調査（⻲⾼小学校） 

ベランダガーデニング 
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２ 計画の進⾏管理 
現行計画では、CIG ビジョンに基づき、公募区民による｢CIG 区民サポーター会議｣と

区を主体とした｢CIG 実現会議｣が連携して、みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）

の実現を目指してきました。 

本計画の計画期間は、令和 11 年度までの 10 年間です。その間、計画を着実に推進

していくためには、適宜、取組状況について把握し、評価・点検を行いながら、進捗状

況や社会情勢の変化に応じて、柔軟に計画を見直していくことが重要です。 

そこで、CIG ビジョンの「CIG 実現会議」及び「CIG 区民サポーター会議」を統合し、

区民・事業者・区が連携・協働して、緑化施策全体の進捗管理と評価を行う「(仮称)みど

りの基本計画推進会議」を立ち上げます。 
本計画の策定後は、各主体による活動を進め、毎年度、(仮称)みどりの基本計画推進

会議において学識経験者等からの意見聴取などを行いながら、活動状況について評価・

点検し、長期計画の見直し時期にあわせて、計画の見直しを行います。 

 

  

従来の進⾏管理体制 

計画実現に向けた進⾏管理体制 

（仮称） 

みどりの基本計画 

推進会議 

区 事業者 

区⺠ 
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Plan
（計画）

Do
（実施）

Check
（点検）

Act
（改善）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

計画の進⾏管理のイメージ 

  

ステップ 主体 実施内容 

Plan 区 

・区が中⼼となり、区⺠や事業者からの意⾒等を反映し、みどり
の基本計画を策定します。 

・社会情勢の変化等を踏まえつつ、⻑期計画の改定に合わせた
中間改定や次期みどりの基本計画を策定します。 

Do 区、区⺠、
事業者など 

・区⺠・事業者の活動を助成や情報発信等により推進します。 
・公共施設の緑化や維持管理等、区が主体となる施策・事業を実

施します。 

Check 

（仮称） 
みどりの基
本計画推進

会議 

・毎年度、（仮称）みどりの基本計画推進会議を開催し、計画の
進捗状況について評価・点検します。 

・前年度の評価結果に基づき、新たな事業・既存事業の⾒直しに
ついて提案します。 

・会議の内容・進捗状況に関する評価結果を区のホームページ
等で公表し、広く区⺠からの意⾒を募集します。 

Act 区 

・毎年度、（仮称）みどりの基本計画推進会議の評価結果及び区
⺠からの意⾒を踏まえて、次年度の施策（事業・活動）につい
て⾒直します。 

・⻑期計画の⾒直しにあわせて、毎年度の評価結果等を踏まえ
て、中間改定に向けた計画全体の⾒直しを⾏います。 

区 

施策（事業・活動）及び 
計画の⾒直し 

みどりの基本計画の策定・ 
改定 

区 

施策（事業・活動）の評価・
点検 

（仮称） 
みどりの基本計画推進会議 

施策（事業・活動）の実施 

区、区⺠、事業者など 
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江東区みどりの基本計画施策一覧 

 

  

※●：現⾏計画で実施している事業、★：今後実施（充実）すべき事業 

令和２〜６年度 令和７〜11年度

●水辺・潮風の散歩道整備事業 土木部河川公園課

●CIG公共緑化推進事業（河川護岸緑化） 土木部河川公園課

●CIG公共緑化推進事業（「風の道」緑化） 土木部道路課

●小学校改築事業（ポケットエコスペースの整備） 教育委員会事務局
学校施設課

●みどりのまちなみづくり事業（緑化指導） 土木部管理課

●CIG公共緑化推進事業（屋上緑化、壁面緑化）
教育委員会事務局
学校施設課
総務部営繕課

★みどりのまちなみづくり事業（⺠間緑化顕彰制度） 土木部管理課

●都市景観形成促進事業 都市整備部都市計画課

●街路樹等維持管理事業 土木部施設保全課

●みどりのまちなみづくり事業（保護樹木・保護樹林の助成） 土木部管理課

★CIG⺠間緑化推進事業（江東区みどり100景） 土木部管理課

●スポーツを通じた魅⼒づくりの推進 ⺠間

●CIG⺠間緑化推進事業（おもてなし緑化） 土木部管理課

●公園・児童遊園整備事業 土木部河川公園課

●公園・児童遊園改修事業 土木部河川公園課

●公園・児童遊園・遊び場維持管理事業・河川維持管理事業 土木部施設保全課

★公園施設⻑寿命化計画策定事業 土木部河川公園課

●区⺠スポーツ普及振興事業（スポーツイベントの開催） 地域振興部スポーツ振興課

★サード・プレイスとなる居場所づくり ⺠間

●健康増進事業（ウォーキングやランニングマップの作成・更新） 健康部健康推進課

★協働による公園管理運営の仕組みづくり ⺠間

●公園等管理運営官⺠連携事業 土木部河川公園課

●マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及 ⺠間

★地域による公園管理運営の仕組みづくり ⺠間

●CIG⺠間緑化推進事業（みどりのコミュニティづくり講座） 土木部管理課

●みどりのボランティア活動支援事業
（コミュニティガーデン活動団体への支援） 土木部施設保全課

●苗圃及び区⺠農園維持管理事業 土木部施設保全課

●みどりのボランティア活動支援事業（田んぼの学校運営助成） 土木部施設保全課

1-2-2みどりで魅⼒ある良好な景観
をつくります

1-2-1公共施設、区⺠・事業者の
施設のみどりを増やします

事業期間
担当部署等主な事業※

基
本
方
針

施策

2-2　みどりを使ったコミュニティづくり

2-1-1　地域や利⽤者に求められ
る公園をつくります

2-1-2　みんなで魅⼒ある公園をつ
くります

2-2-1　みどりを通してみんなが集ま
る場所をつくります

2-2-2　みどりを通してみんなが農
体験できる場所をつくります

1　みどりを水彩都市・江東の魅⼒づくりに活かします

1-1水辺を活かしたみどりのネットワークづくり

施
策
の
柱

2　みどりをより柔軟に使えるようにします

1-3　みどりを活かしたにぎわいづくり

1-2みどりを活かしたまちなみづくり

1-3-1　みどりでまちににぎわいをつく
ります

1-3-2　オリンピック・パラリンピックの
心が残るまちをつくります

1-1-2生きものが増えるみどりのネッ
トワークをつくります

1-1-1みどりに彩られたまちをつくりま
す

2-1　みんなが楽しく使える公園づくり

推進

推進

推進

検討 策定 運用

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

東京都の護岸補強工事終了後緑化

令和２年度で終了

推進

小学校の改築に合わせて推進

推進

施設の改築・大規模改修に合わせて推進

推進

推進

推進

推進

推進

実施 運用

推進
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令和２〜６年度 令和７〜11年度

●不燃化特区推進事業（オープンスペース整備） 都市整備部地域整備課

●まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保 ⺠間

●みどりのまちなみづくり事業（生垣造成等・屋上等助成） 土木部管理課

●道路維持管理事業（街路樹の樹木健全度調査） 土木部施設保全課

●船着場維持管理事業（災害時における⾈運の活⽤） 土木部施設保全課

●公園改修事業（公園施設の防災機能強化） 土木部河川公園課

●危機管理訓練事業（防災啓発の場としての公園活⽤） 総務部防災課

●公園維持管理事業（樹木維持管理） 土木部施設保全課

●道路維持管理事業（街路樹維持管理） 土木部施設保全課

●河川維持管理事業（樹木維持管理） 土木部施設保全課

●環境学習情報館運営事業（みどりのカーテン設置） 環境清掃部温暖化対策課

●水防対策事業（⾬水流出抑制の推進） 土木部管理課

●自然とのつきあい事業（ポケットエコスペース維持管理助成） 土木部施設保全課

●企業のみどりに関するCSR活動 ⺠間

●緑のリサイクル事業（剪定枝等チップ化及び堆肥化） 土木部施設保全課

●住宅団地のみどりの保全と創出 ⺠間

★CIG⺠間緑化推進事業((仮称)みどりの基本計画推進会議） 土木部管理課

●エコ・リーダー養成事業 環境清掃部温暖化対策課

★CIG⺠間緑化推進事業
（花と緑いっぱいコンクール） 土木部管理課

●江東エコキッズ事業 環境清掃部温暖化対策課

●CIG⺠間緑化推進事業（イベントの開催） 土木部管理課

★CIG⺠間緑化推進事業（シンポジウムの開催） 土木部管理課

★CIG⺠間緑化推進事業（みどりの顕彰制度） 土木部管理課

★CIG⺠間緑化推進事業（江東区みどり総合ポータルサイト） 土木部管理課

●環境学習情報館運営事業（環境学習講座） 環境清掃部温暖化対策課

●CIG⺠間緑化推進事業
（緑被率調査、緑視率調査、みどりの実態調査） 土木部管理課

●「江東区みどり・温暖化対策基⾦」の活⽤

●「こうとう伝統と未来の応援寄附⾦」の活⽤

主な事業※
事業期間

担当部署等

4-1-1　みんなでみどりを守り育てま
す

基
本
方
針

施
策
の
柱

施策

みどりを守り育てる財源の確保

3-1-1　みどりで災害に強いまちをつ
くります

3-1-2　身近な公園の防災機能を
強化します

3-2-1　みどりで快適なまちをつくりま
す

3-2　みどりが支える快適なまちづくり

4　みどりをみんなで守り育て伝えます

4-1　みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-2　みどりの⼤切さを伝えるしくみづくり

4-1-2　次世代を担うみどりの人材
を育てます

4-2-2　みんなでみどりを調べ、大
切さを伝えます

4-2-1　「みどりの中の都市
（CIG）」のことをもっと広めます

3-2-2　みどりで地球環境にやさし
いまちをつくります

3-1　みどりが支える安全・安心なまちづくり

3　みどりを安全と生命を支えるために充実させます

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

実施

令和２年度実施

検討 運用

実施

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

推進

※●：現⾏計画で実施している事業、★：今後実施（充実）すべき事業 
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３ 国や東京都・周辺区との連携 
みどりの動脈として位置付けた河川や東京湾については、国や東京都が管理していま

す。そのため、管理主体である国や東京都と連携を図りながら緑化施策を進めていく必

要があります。 

また、江東区は河川を挟んで、中央区、墨田区、江戸川区と隣接していることから、

周辺区と連携を図りながら水辺の活用等を進めていくことが重要です。 

そのため、本計画の趣旨について、国や東京都、周辺区に理解を求めるとともに、計

画の着実な推進に向けた連携を図っていきます。 
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